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    計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

この計画は、船橋市における障害のある人のための施策の基本的な方向性を示すもの

で、平成９年度に初めて策定した後、平成２０年度に「第２次」、平成２６年度に「第３

次」の計画を策定しました。 

第３次計画が令和３年度1をもって期間満了となることに伴い、国の「障害者基本計画

（第４次）」（平成３０年度～令和４年度）との整合性、本市の障害のある人の状況や関

係法令の制度改正等を踏まえて見直しを行い、「第４次船橋市障害者施策に関する計画」

を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）障害者施策の関連法・関係計画 

 障害者施策に関する計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画として総合的な

施策を定めたものであり、障害者総合支援法2及び児童福祉法に基づき障害福祉サービス

等の見込み量などを定め、業務を円滑に実施するための計画である障害福祉計画及び障

害児福祉計画と調和を保つこととされています。 

 

【障害者施策に関する計画と障害福祉計画・障害児福祉計画の関係図】 

 

                            
1 第３次計画は新型コロナウイルス感染症の影響により、計画期間を１年間延長し、平成２７年度から令和３年度ま

でを計画期間としました。 
2 正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となります。 

第 １ 章 
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（２）船橋市の計画体系における位置づけ 

本計画は、「第３次船橋市総合計画」の個別計画です。 

また、「第４次船橋市地域福祉計画」や市のほかの関連計画との整合性を図りながら

策定しました。 
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計
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計
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子ども・子育て支援事業計画 

その他個別計画 
○ひとり親家庭等自立促進計画 
○自殺対策計画 
○母子保健計画  等 

障害者施策に関する計画 
障害福祉計画及び障害児福祉計画 

ふ
な
ば
し
健
や
か
プ
ラ
ン
21
（
健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画
） 

船橋市総合計画 

高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

健康福祉局 

連携・整合 

第４次船橋市地域福祉計画から抜粋 
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３ 計画の期間 

令和４年度から８年度までの５か年計画3とします。 

「船橋市障害福祉計画及び船橋市障害児福祉計画」との期間の整合性を図ることによ

り、両計画の一体的な実施を図ります。 

 

 

平成 

３０ 

年度 

令和 

元年度 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

 

 

        

         

 

４ 計画の対象 

本計画では、「障害者基本法」第２条に規定されている身体障害、知的障害、発達障害

を含む精神障害、高次脳機能障害、そして難病等によって継続的に日常生活または社会生

活に支障のある人を対象としています。 

                            
3 第４次計画は、当初令和２年度中に策定予定でしたが、新型コロナウイルス感染症収束に向けた生活や周囲の環境

の変化を考慮し、検討することが必要であると考えられたことから、策定時期を１年間延期しました。 

 

第３次船橋市障害者施策 

に関する計画（７か年計画） 

（平成２７年度～令和３年度） 

第４次船橋市障害者施策 

に関する計画（５か年計画） 

（令和４年度～８年度） 

第５期船橋市障害福祉計画 

及び第１期船橋市障害児福祉計画 

（平成３０年度～令和２年度） 

 

 

第７期船橋市障害福祉計画 

及び第３期船橋市障害児福祉計画 

（令和６年度～８年度） 

 

 

第６期船橋市障害福祉計画 

及び第２期船橋市障害児福祉計画 

（令和３年度～５年度） 
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５ 計画の構成について 

本計画は、国の第４次障害者基本計画を参考に、下記のとおり「総論」「各論」の２部

構成とします。 

第１部 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

第２章 障害者を取り巻く現状 

第３章 基本理念・重点課題 

第４章 推進体制 

第２部 各論 

第１章 生活支援 

第２章 保健・医療 

第３章 教育・文化芸術活動・スポーツ、国際交流等 

第４章 雇用・就業、経済的自立の支援 

第５章 生活環境 

第６章 安全・安心 

第７章 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

別表 
推進体制の取り組み 

成果目標 

６ 策定方法 

計画策定にあたり、船橋市自立支援協議会委員、学識経験者、市民の代表者からなる「第

４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会」を設置しました。併せて、庁内組織とし

て「第４次船橋市障害者施策に関する計画庁内検討委員会」を設置し、「庁内検討委員会」

で検討した計画案を「策定委員会」へ提出し、協議を行いました。 

 

第４次船橋市障害者施策に 

関する計画策定委員会 
構成 

・船橋市自立支援協議会委員 

・学識経験者 

・公募委員 

 

 

第４次船橋市障害者施策に 

関する計画庁内検討委員会 

構成 関係各課長 

 

検討部会【計８部会設置】 構成 関係各課長、担当者 

庁
内
組
織 

計画案を提出 



総論 第２章 障害者を取り巻く現状 

- 5 - 

 

 障害者を取り巻く現状 

 

１ 国の障害者施策の動向 

 

年月 障害者施策の動向 

２００３年 

(平成１５年) 
４月 

■支援費制度の開始 

 身体・知的障害者（児）自らが福祉サービスを選択し、契約

によってサービスを利用する仕組み 

２００６年 

(平成１８年) 
４月 

■障害者自立支援法の施行 

 身体・知的・精神の３障害のサービスを一元化 

２０１０年 

(平成２２年) 
１２月 

■障害者自立支援法の一部改正 

 発達障害が障害者自立支援法の対象になることを明確化 

２０１１年 

(平成２３年) 
８月 

■障害者基本法の一部改正 

 「共生社会の実現」が目的に新たに明記、障害者の定義の変

更、差別の禁止を規定 

２０１２年 

(平成２４年) 

４月 

■児童福祉法の一部改正 

障害児支援の強化を図るため、利用形態の別により障害児

施設・事業を一元化 

１０月 ■障害者虐待防止法の施行 

２０１３年 

(平成２５年) 
４月 

■障害者総合支援法の施行 

 難病を障害者の範囲に追加 

■障害者優先調達推進法の施行 

 行政等による障害者就労施設等からの物品の調達を推進 

２０１４年 

(平成２６年) 
１月 ■障害者権利条約の批准 

２０１６年 

(平成２８年) 

４月 ■障害者差別解消法の施行 

５月 ■成年後見制度利用促進法の施行 

２０１８年 

(平成３０年) 
４月 

■障害者総合支援法の一部改正 

 「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実 

第 ２ 章 



総論 第２章 障害者を取り巻く現状 

- 6 - 

２ 障害者の現状 

（１）総人口4と障害者手帳所持者数5の推移 

 

 船橋市の総人口と障害者手帳所持者数の推移をみると、２０１５年度末では総人口６

２４,０１１人、障害者手帳所持者数が２２,７８４人であったのが、２０２０年度末で

は、総人口６４１,４９９人、障害者手帳所持者数２５,３３１人と増加しています。 

 

 

  

                            
4 総人口は、各年度３月時点の常住人口 
5 手帳の所持者数は、その年度の３月３１日時点の数値 

15,905 15,911 15,876 15,913 15,968 15,844 

3,096 3,220 3,374 3,473 3,571 3,698 

3,783 4,036 4,380 4,859 5,377 5,789 

22,784 23,167 23,630 24,245 24,916 25,331 

624,011 627,722 632,506 636,438 639,804 641,499 

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳 総人口
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（２）障害者手帳所持者数の推移 

①身体障害者手帳所持者数 

 船橋市における身体障害者手帳所持者数は２０２０年度末で１５,８４４人です。 

 

 

・身体障害者手帳所持者数（１歳刻み）の推移 

 

 

  

367 365 359 354 347 353 

4,387 4,278 4,260 4,266 4,308 4,291 

11,151 11,268 11,257 11,293 11,313 11,200 

15,905 15,911 15,876 15,913 15,968 15,844 

0

5,000

10,000

15,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

0～17歳 18～64歳 65歳以上

0

150

300

450

600

0歳 10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳 100歳

【2015年度】身体障害者手帳所持者数（１歳刻み）

0

150

300

450

600

0歳 10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳 100歳

【2020年度】身体障害者手帳所持者数（１歳刻み）
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②療育手帳所持者数 

船橋市における療育手帳所持者数は２０２０年度末で３,６９８人です。 

 

 

 

・療育手帳所持者数（１歳刻み）の推移 

 

 

  

1,046 1,078 1,130 1,131 1,155 1,195 

1,962 2,050 2,146 2,236 2,300 2,381 

88 
92 

98 106 116 122 
3,096 

3,220 3,374 
3,473 3,571 3,698 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

0～17歳 18～64歳 65歳以上

0

20

40
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80

100
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【2015年度】療育手帳所持者数（１歳刻み）
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【2020年度】療育手帳所持者数（１歳刻み）
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③精神障害者保健福祉手帳所持者数6 

 船橋市における精神障害者保健福祉手帳所持者数は２０２０年度末で５,７８９人で

す。 

 

 

・精神保健福祉手帳所持者数（１歳刻み）の推移 

 

 

  

                            
6
 資料：千葉県精神保健福祉センター「第４５条手帳所持者の状況」をもとに船橋市障害福祉課で作成 

60 74 98 117 149 163 

3,230 3,446 3,730 
4,159 

4,601 4,899 

493 
516 

552 
583 

627 
727 

3,783 
4,036 

4,380 
4,859 

5,377 
5,789 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

0～17歳 18～64歳 65歳以上

0

50
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150
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【2015年度】精神保健福祉手帳所持者数（１歳刻み）
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【2020年度】精神保健福祉手帳所持者数（１歳刻み）
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（３）医療費助成制度の受給者証所持者数7の推移 

①自立支援医療（精神通院医療）受給者証所持者数8 

船橋市における精神通院受給者証所持者数は２０２０年度末で１０,７６３人です。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、受給者証の有効期間を１年間

延長する措置が講じられたため、２０２０年度末の数値が増加したと考えられます。 

 

 

②指定難病医療費助成制度の受給者証所持者数 

船橋市における指定難病医療費助成制度の受給者数は２０２０年度末で●人です。 

  

                            
7
 その年度の３月３１日時点の数値 
8
 資料：千葉県精神保健福祉センター「自立支援医療（精神通院医療）市町村別年間受給者数」をもとに船橋市障害

福祉課で作成 

7,398 7,754 8,098 8,561 9,143 
10,763 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

4,236 4,377 4,108 4,120 4,261 

0

2,000

4,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

千
葉
県
が
集
計
中 

（
７
月
こ
ろ
判
明
予
定
） 



総論 第２章 障害者を取り巻く現状 

- 11 - 

（４）障害福祉サービス・障害児通所支援の利用人数9の推移 

①生活介護の利用人数 

 障害のある人が日中に通所し、創作的活動などを行う生活介護の利用人数は２０２０

年度末で９８０人です。 

980941907856867807

0

250

500

750

1,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

②就労継続支援の利用人数 

 障害のある人の福祉的就労の場として就労継続支援があります。就労継続支援は、雇

用契約に基づくＡ型と雇用契約に基づかない生産活動の場であるＢ型があります。Ａ型

の利用人数は２０２０年度末で２０９人、Ｂ型の利用人数は２０２０年度末で６７４人

です。 

674

111

133
164

171
203

209

883

383
475 508 551 597

800

722

494

608
672

0

200

400

600

800

1000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

B型 A型

                            
9
 障害福祉サービス・障害児通所支援の利用人数は、その年度の３月の数値 
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③共同生活援助（グループホーム）の利用人数 

 障害のある人が共同生活を営む住居であるグループホームの利用人数は２０２０年

度末で５２９人です。 

529
464

395
330

293
251

0

150

300

450

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

 

 

 

④児童発達支援の利用人数 

 障害のある子供が通所し、療育を行う場である児童発達支援の利用人数は２０２０

年度末で６３５人です。 

635
517523

459
410

356

0

200

400

600

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
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⑤放課後等デイサービスの利用人数 

 障害のある子供が通所し、療育を行う場である放課後等デイサービスの利用人数は

２０２０年度末で９７６人です。 

976
805757

652
516

405

0

250

500

750

1,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
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（５）相談支援の利用人数10の推移 

 

①計画相談支援の利用人数 

 計画相談支援は、障害福祉サービスを利用するときに、サービスの利用計画案の作

成やサービス利用中においての連絡調整などを行います。計画相談支援の利用人数は

２０２０年度末で９５３人です。 

953
842

763
670

585552

0

250

500

750

1,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

 

②障害児相談支援の利用人数 

 障害児相談支援は、障害のある子供が障害児通所支援を利用するときに、障害児通

所支援利用計画案の作成や障害児通所支援利用中においての連絡調整などを行いま

す。障害児相談支援の利用人数は２０２０年度末で３４８人です。 

348
364

458

340
296

122

0

250

500

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

  

                            
10 計画相談支援及び障害児相談支援の利用人数は、その年度の３月の数値 
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③こども発達相談センターの相談件数 

 落ち着きがない、コミュニケーションがとりづらい、言葉が遅れている、友達と遊

べない等の就学前の子供の発達に関する心配事の相談に応じています。こども発達相

談センターの２０２０年度の延べ相談件数は８,５３０件です。 

6,038

1,572

2,818

3,190
3,135

2,707
2,492

8,530

6,354
7,1306,567

5,825
4,982

9,757
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9,061
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 基本理念・重点課題 

 

１ 基本理念 

 

障害の有無によって分け隔てられることなく、 

誰もが個人としての尊厳が重んじられ共生できる社会の実現 

 

 

 国の障害者基本計画の理念と障害者施策に関する計画の動向を踏まえ、上記の基本理念と

しました。 

 この基本理念の実現にあたり、「障害や障害のある人への理解の促進」「生活に対する不安

の解消」「障害のある人が住みやすい生活環境の整備」に取り組む必要があります。 

 障害のある人が地域で生活するにあたっては、その地域で暮らす人の理解が必要になりま

す。地域での理解を促進するためには、広報・啓発活動に加え、障害のある人もない人も相互

に交流を行っていくことが重要です。そのため、学校教育、生涯学習やスポーツ・レクリエー

ションなどでの交流活動を通じた理解の促進を図ります。 

 また、障害のある人は医療費の負担が大きい一方で、十分な収入が得られるのかなどの経済

的不安、働きたいけれども働くことのできる場がないといった雇用に対する不安、障害のある

人やその介護者が高齢になったときにどのように暮らしていけばいいかといった将来への不

安など、様々な生活に対する不安を抱えています。障害のある人が自分らしく暮らしていくた

めに、そのような日頃の生活に対する不安を軽減できるように検討していきます。 

 障害のある人が地域で暮らしていくためには、道路、歩道や建築物などのバリアフリー環境

の整備と、安心して生活できる住環境を整えることも重要です。障害のある人が移動しやすい

環境を整えることで、日常的な活動や社会への参加の促進にもつながります。障害のある人に

配慮したまちづくりを行うことはバリアフリー化の推進につながることから、障害のある人

だけでなく、あらゆる人にとって住みよいまちとなります。 

 本計画では、障害のある人が自らの決定により、社会のあらゆる分野の活動に参加できるよ

うな機会を確保し、障害の有無によって分け隔てられることなく、住み慣れた地域で自分の望

む生活を送ることができる社会の実現を目指します。 

第 ３ 章 
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２ 重点課題 

 基本理念の実現に向け、本市における障害のある人が置かれている状況から３つの重点

課題を挙げ、その課題解決に向けた施策に取り組みます。 

 

 

重点課題１  住み慣れた地域で安心して暮らすための支援 

  

 

 

本市の実施した意識調査（以下「アンケート」という。）によると、「あなたは、将来ど

のように暮らしたいですか」の質問に対して、身体障害者の最も多い回答が「家族と一緒

に暮らしたい」で 45.2％でした。また、「主な支援者の年齢」についての質問では、「６０

歳以上」が 52.5％となっており、６０歳以上が主な支援者である割合が過半数を超えて

います。 

知的障害者、精神障害者のアンケート結果でも将来の暮らし方については、「家族と一

緒に暮らしたい」が最も多くなっています。 

住み慣れた地域で家族と一緒に暮らしたいと考えている障害のある人が多い中で、社会

における高齢化が急速に進んでおり、障害のある人や介護者の高齢化も同様に進んでいま

す。 

 

 

  

(％) 

背景 

施策の方針 

船橋市障害福祉施策に関する意識調査報告書（平成３０年１月）より 

（回答数：身体障害者１,４４５人、知的障害者１９７人、精神障害者１４５人） 

10.3

14.5

6.2

3.4

1.4

4.1

24.8

35.2

10.7

22.3

1

11.2

8.6

0.5

6.6

39.1

12.9

16.7

2.2

1.1

1.9

9.6

10.4

45.2

0 10 20 30 40

無回答

わからない

その他

障害者のグループホーム

障害者の入所施設

高齢者の入所施設

一人で暮らしたい

家族と一緒に暮らしたい

あなたは、将来どのように暮らしたいですか。（単位：％）

身体

知的

精神
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住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、地域生活を支援する相談支援体制の整備

と障害のある人とその介護者の高齢化に備えた取り組みを行います。市民に対して、障害

や障害のある人についての理解の促進を図ります。 

 

 

 

 

項目 施策の概要 

地域生活支援拠点事業

の実施 

 障害のある人やその家族の緊急時に対応できる体制を整

え、住み慣れた地域で安心して暮らすための支援を行いま

す。 

相談支援体制の構築 

 船橋障害者相談支援事業所連絡協議会（FAS-net）での研修

会などを通じて、相談支援体制の質的向上を図ります。 

 また、基幹相談支援センター「ふらっと船橋」を軸に、障

害のある人や障害のある子供とその家族が、身近な地域で相

談できるよう、総合相談窓口の複数設置を検討します。 

グループホームの充実 

 グループホーム連絡協議会において既存のグループホー

ムの質的向上を図るとともに、今後必要とされるグループホ

ームの形態を検討し、必要に応じた整備費の補助を行いま

す。 

障害者週間記念事業の

実施 

 障害のある人の作品展やステージなどを行う障害者週間

記念事業を行い、障害及び障害のある人への理解の促進を図

ります。 

成年後見制度の利用の

推進 

 船橋市障害者成年後見支援センターにおいて、法人後見の

受託や成年後見制度に関する電話相談を行うことで成年後

見制度の利用を推進します。 

精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム

の構築推進 

 精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らし

い暮らしができるよう、保健、医療、福祉関係者による協議

の場を通じて、包括ケアシステムの構築に資する取組みを推

進します。 

主な施策 

施策の方針 
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重点課題２  就労支援の推進 

 

 

 

 障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、就労が重要です。そのため、働く

意欲のある障害のある人が適性に応じて働くことができるよう多様な就労の機会が必要

です。 

 アンケートによると、働いている人は身体障害者で 18.1％、知的障害者で 58.8％、精

神障害者で 25.7％となっています。知的障害者においては、就労先として最も多いのが

障害のある人が通う就労支援施設などの福祉的就労の場となっており、続いて一般就労の

障害者枠となっています。 

 また、一般就労のために必要な支援としては、その人の状態に応じた柔軟な勤務体制の

支援と並び、仕事探しから就労までの総合的な相談支援が必要であるとの回答が多くみら

れました。 
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就
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イ
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そ
の
他
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て
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な
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無
回
答

全体
1,652人
100.0%

91人
5.5％

93人
5.6％

54人
3.3％

45人
2.7％

6人
0.4％

63人
3.8％

17人
1.0％

874人
51.3％

436人
26.4％

身体
1,372人
100.0%

77人
5.6％

59人
4.3％

35人
2.6％

41人
3.0％

5人
0.4％

17人
1.2％

14人
1.0％

712人
51.9％

412人
30.0％

知的
148人

100.0％
1人

0.7％
32人

21.6％
9人

6.1％
0人
0％

0人
0％

42人
28.4％

3人
2.0％

46人
31.1％

15人
10.1％

精神
132人

100.0％
13人

9.8％
2人

1.5％
10人

7.6％
4人

3.0％
1人

0.8％
4人

3.0％
0人
0％

89人
67.4％

9人
6.8％

あなたは、現在働いていますか。

 

  

背景 

船橋市障害福祉施策に関する意識調査報告書（平成３０年１月）より 



総論 第３章 基本理念・重点課題 

- 21 - 

 

 

 

働く意欲のある障害のある人がその適性に応じて能力を発揮することができるように、

一般就労の支援や就労継続支援Ｂ型等の福祉的就労の工賃の水準の向上を図ります。適切

な就労相談を受けられるような環境整備を行い、就労後の定着に向けた支援を行います。 

 

 

 

 

項目 施策の概要 

障害者就業・生活支援

センターの充実 

 障害のある人の一般就労支援の中核となる障害者就業・生活

支援センターの機能強化を図ります。 

就労定着に向けた支援 

 就労定着支援サービスの活用に加え、障害福祉サービスを提

供する事業所の職員が一般就労に対する支援の知識を身に着

けられるよう、ジョブサポーター養成研修を実施します。 

障害者雇用促進就職面

接会の開催 

 公共職業安定所（ハローワーク）とともに、障害者雇用促進

就職面接会を実施し、雇用機会の拡大に努めます。 

障害者就労施設等から

の優先的な物品等の調

達 

 毎年「船橋市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を

図るための方針」を策定し、行政における調達金額などの目標

を定め、障害者就労施設等から物品の調達や業務の委託を進め

ます。 

 

  

施策の方針 

主な施策 
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重点課題３  障害のある子供の健やかな成長・発達に向けた支援の充実 

 

 

 

発達障害等が広く認知されるようになり、子供の発達に関する相談件数や、障害児通

所支援の利用者は、引き続き増加傾向が見込まれ、さらなる支援体制の拡充が必要です。 

また、障害児通所支援を利用している児童の保護者に向けたアンケートでは、「今後、

どのような支援を充実させるべきだと思いますか」の質問に対して「発達障害に関する

専門家への相談」や「療育を行う施設の増設」のほか、「就園・就学等の進路選択に関す

る相談」や「就労に向けての援助」といったライフステージの移行期にかかる支援を求

める回答が多く見られました。 

 

98

39

3

28

28

84

87

109

113

132

154

161

167

243

265

314

336

348

0 100 200 300 400

無回答

その他

特に無い

自宅での療育

医療的ケアが必要な児童への支援

保護者への支援

費用に対する補助

理解の促進と啓発のための研修等

療育の内容や施設についての情報

療育やかかわりを身につけるための支援

他保護者との情報交換

送り迎えなど通学に対するサービス

放課後、長期休暇に対する支援

施設や学校教職員のスキルアップ

就園・就学等の進路選択に関する相談

療育を行う施設の増設

発達障害に関する専門家への相談

就労に向けての援助

今後、充実させるべき支援（単位：人）

 

  

背景 

船橋市障害児通所支援サービス利用等状況調査 集計情報（平成３０年度実施） 
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 障害のある子供の健やかな成長・発達を支援するため、身近な地域でライフステージに

合わせた質の高い専門的な支援を受けられるよう、相談支援体制、療育支援体制の充実化

を図ります。 

 

 

 

 

項目 施策の概要 

相談支援体制の充実 

 こども発達相談センターの体制強化と業務の効率化を図る

とともに、医療機関や民間施設との連携にも努め、相談待ちの

状況を軽減します。また、特別な配慮を要する子供の就学及び

教育について、総合教育センターとこども発達相談センターが

連携し、就学相談会を開催するなど、適切な教育が受けられる

よう支援します。あわせて、保育所等への巡回相談を実施する

ことで地域での子供の発達に関する指導力の向上を図ります。 

療育支援体制の充実 

 児童発達支援センターを核とし、ひまわり・たんぽぽ親子教

室や東・西簡易マザーズホーム等の障害児通所支援事業所で、

子供の発達状況に応じた専門的な支援を実施します。 

途切れることのない一

貫した支援 

 入学や進学、卒業、その後の自立など、ライフステージの移

行により、支援者が変わって支援が途切れてしまわないよう、

母子保健部署や教育委員会等と連携して相談体制や情報共有

のあり方を検討し、切れ目のない支援を提供します。 

心のバリアフリーの推

進 

 市民のための講演会を開催する等、様々な機会を通じて発達

が気になる子供や障害のある子供への理解を深め、子供がスム

ーズに集団生活が送れるよう支援し、地域社会への参加・包容

（インクルージョン）を推進していきます。 

 

施策の方針 

主な施策 
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 推進体制 

 

１ 連携・協力の確保 

 「障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじら

れ共生できる社会の実現」を目指すべく計画の推進を図るためには、市民や関係団体と

の連携・協力が不可欠です。障害者団体や市民等の要望・意見を施策の実施に反映させ

るよう努め、それぞれの情報を共有するとともに、自主的・主体的な取り組みを支援し

協働による施策の推進を図ります。 

国・県などの関係機関との連携を深めるとともに、適切な役割分担により、効果的な

施策の推進を図るほか、各種制度の充実や財源の確保などをこれらの機関に要請します。 

また、周辺自治体と情報交換などを行うことにより、共通の施策の推進や課題につい

ての検討を行います。 

 

２ 理解の促進、広報・啓発活動の推進 

 「障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじら

れ共生できる社会の実現」を目指すためには、すべての市民が、障害及び障害のある人

についての正しい理解と認識を持つことが重要です。 

 そのためには、さまざまな機会をとらえて、身体障害、知的障害、精神障害、発達障

害、難病、高次脳機能障害等の障害特性や、外見からはわかりにくい障害についての正

しい理解や認識のための広報・啓発を行うとともに、子供のころから障害のある人とな

い人との交流などを促進していくことが必要となります。 

 障害者基本法に定められた障害者週間記念事業の実施を中心に、一般市民、ボランテ

ィア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進します。 

 また、障害のある人本人や支援者による活動を推進するため、障害福祉団体などが行

う理解啓発活動に対し、市が積極的に支援を行います。 

  

第 ４ 章 
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３ 進捗状況の管理及び評価 

 本計画の施策の実施については、障害のある人やその家族をはじめとする関係者の意

見を聴きつつ、各論で示した施策の方向性に沿うよう、また本計画の（別表）成果目標

を達成するよう施策の実施に努めます。 

本計画の着実な推進を図るため、毎年度の実施状況及び効果を把握・評価し、船橋市

自立支援協議会に報告するものとします。また、それらの結果に応じ、取り組みの見直

しなどを行います。 

社会情勢の変化等により、本計画の変更の必要性が生じた場合には、対象期間の途中

であっても本計画の見直しを行います。 

 

４ 環境の変化に対応した施策の推進 

 計画の策定内容に大きく影響を及ぼす国の制度改正や、新型コロナウイルス感染症等

による生活様式の見直しなど、障害のある人を取り巻く環境に大きな変化が生じた場合

にも柔軟に対応し、各施策を推進していきます。 
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１ 基本方針 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじられ共生でき

る社会の実現に向け、障害のある人の意思決定を支援するため、相談支援体制の充実を図ります。

また、地域移行を推進し、必要な時に必要な場所で適切な支援を受けられる取組みを進めるとと

もに、誰もが個人としての尊厳が重んじられた日常生活または社会生活を営むことができるよう、

各種支援の充実に取り組みます。 

 相談支援については、基幹相談支援センター「ふらっと船橋」が中心となり、障害のある人等

の地域生活全般に関する問題についての相談に応じ、情報提供や福祉サービスの利用援助等の必

要な支援を行っています。相談件数が著しく増加していることから、市内に複数の相談窓口を新

たに設置し、相談者の利便性を向上させるとともに支援の質の向上を図ります。 

 加えて、障害のある人の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据えて、障害のある人が地域で安心

して暮らしていけるよう、地域生活支援拠点事業を実施し、相談や緊急時の受け入れ等の様々な

支援を市内事業所や関係機関で行える体制を整備します。 

 また、障害福祉サービス等の利用の推進や障害のある子供への支援の充実を図るとともに、そ

れを支える障害福祉人材の育成・確保等にも取り組みます。 

 さらに、補装具費、日常生活用具費の支給を行うことで生活の質の向上を図るとともに、円滑

な意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう情報提供や意思疎通の支援を行います。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）相談支援体制の充実 

（２）障害福祉サービス・在宅サービス等の利用の推進 

（３）障害のある子供への支援の充実 

（４）補装具費、日常生活用具費の支給 

（５）情報提供の充実等 

（６）意思疎通支援の充実  

生活支援 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）相談支援体制の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．船橋市自立支援協議会に

よる障害のある人への支援体

制の整備 

①関係機関等が相互の連絡を

図ることにより、地域におけ

る障害者等への支援体制に関

する課題について情報を共有

し、関係機関等の連携の緊密

化を図るとともに、地域の実

情に応じた体制の整備につい

ての協議を船橋市自立支援協

議会にて行っています。 

①船橋市自立支援協議会にて

専門部会の報告等を踏まえた

検討を行い、障害福祉施策に

関する協議を行うとともに、

関係機関等の相互の連絡や障

害者施策等に関する情報共有

を図ることにより、連携の緊

密化や地域の実情に応じた体

制の整備を図ります。 

 また、障害のある人が住み

慣れた地域で暮らすため、地

域の相談支援体制について検

討します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②船橋市自立支援協議会に専

門部会を設置し、課題別の検

討事項について協議を行って

います。 

②船橋市自立支援協議会専門

部会において、障害者支援等

における課題等を共有すると

ともに、改善方策について協

議を行い、船橋市自立支援協

議会への報告を通じて施策の

立案や改善に結び付けます。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

２.相談支援体制の充実 ①船橋障害者相談支援事業所

連絡協議会において、各相談

支援事業に係る諸問題の検討

及び研究、関係機関・団体等の

ネットワークづくりなど相談

支援体制の構築を図っていま

す。 

 

①船橋障害者相談支援事業所

連絡協議会での研修会や制度

の研究を通じて相談支援体制

の質的向上を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 

 

 ②「ふらっと船橋」において障

害者（児）総合相談支援事業を

行っています。市内全域に利

用者が増加していることを踏

まえ、令和２年度に新たな相

談窓口を設置し、支援の質の

向上を図っています。 

②障害のある人や障害のある

子供とその家族が、身近な地

域で相談できるよう、地域の

社会資源を活かして市内の各

地域に新たな相談窓口を複数

設置し、相談者の利便性を向

上するとともに、相談員の配

置を充実させることにより、

支援の質の向上を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．計画相談支援の推進  障害のある人や障害のある

子供の心身の状況やサービス

利用の意向を踏まえたサービ

ス等利用計画及び障害児支援

利用計画が作成されるよう、

障害福祉サービス及び障害児

通所支援の新規利用時や更新

時などに計画相談支援及び障

害児相談支援の利用を推進し

ています。 

 利用者に対しては、サービ

スの申請時のほか市のホーム

ページや障害福祉のしおり、

ケースワーカーなどを通じて

周知を行い、障害のある人や

障害のある子供とその家族に

対する計画相談支援及び障害

児相談支援の充実に努めてい

きます。サービス等利用計画

及び障害児支援利用計画の作

成を行う指定特定相談支援事

業所及び障害児相談支援事業

所の整備に当たっては、相談

支援事業所の集まりである

「船橋障害者相談支援事業所

連絡協議会」、社会福祉法人で

構成されている「船橋市障害

福祉施設連絡協議会」、ＮＰＯ

法人等で構成される「船橋障

がい者地域福祉連絡会」など

と連携を図りながら取り組み

ます。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．基幹相談支援センター「ふ

らっと船橋」による相談支援

の充実 

 基幹相談支援センター「ふ

らっと船橋」が、地域の相談支

援の中核的な役割を担ってい

ます。 

 基幹相談支援センター「ふ

らっと船橋」を軸に、相談支援

における困難事例への助言、

関係者間の連携・調整など相

談支援体制の充実を図りま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．障害者相談員による相談

の実施 

 身体障害者相談員及び知的

障害者相談員による相談を行

っています。 

 障害者相談員に対する研修

を定期的に実施し、障害のあ

る人やその家族にとって身近

な地域で相談できる障害者相

談員による相談の充実を図り

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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（２）障害福祉サービス・在宅サービス等の利用の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．障害福祉サービス等の充

実 

 障害のある人の個々のニー

ズや実態に応じ、障害福祉サ

ービス等の支援を行っていま

す。 

 サービス等利用計画を活用

して、障害のある人の個々の

ニーズや実態に応じた適切な

障害福祉サービス等の利用推

進を図ることにより、障害の

ある人が地域において自立し

た生活を送れるよう支援して

いきます。 

 また、通所事業所や短期入

所等の障害福祉サービス事業

所は今後も需要が見込まれる

ことから、社会福祉法人等で

構成される「船橋市障害福祉

施設連絡協議会」などの意見

を踏まえ、医療的ケアが必要

な人も含め受け入れ先の確保

に向けた取組みの検討を行う

ほか、事業者が整備を行う際

には、その整備費について補

助を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２．グループホームの充実 ①地域移行の推進を図るた

め、スプリンクラー設置費の

補助等、グループホームの整

備費の補助を行っています。 

 

①地域移行の推進を図るた

め、スプリンクラー設置費の

補助を行うとともに、グルー

プホームの新規設置について

は必要に応じた整備費の補助

を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②障害のある人の自立支援に

寄与するため、グループホー

ムの運営費等の補助を行って

います。 

②障害福祉サービス等に係る

報酬改定等の社会情勢の変化

に応じて検討を行い、グルー

プホームの運営費等の補助を

行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ③グループホーム間の連携や

サービスの質の向上のため、

船橋市グループホーム連絡協

議会において情報の集約や勉

強会を開催しています。 

③船橋市グループホーム連絡

協議会において、情報の共有

や勉強会を行うことで、グル

ープホーム間の連携強化と資

質向上を図るとともに、各グ

ループホームの空き状況等を

集約することで、グループホ

ーム利用に係る手続きの円滑

化を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

３．福祉ホーム・生活ホームに

よる支援 

 福祉ホーム・生活ホームに

より障害のある人への居室提

供及び日常生活に必要な支援

を行っています。 

 

 福祉ホーム・生活ホームに

よる居室の提供及び日常生活

の援助を行います。 

 また、生活ホームについて

はグループホームへの移行を

図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

  



各論 第１章 生活支援 

- 38 - 

項目 現状 施策の方向性 

４．グループホーム等入居者

家賃補助の実施 

 障害のある人の自立を促進

するため、グループホーム・生

活ホームに入居している障害

のある人に対して家賃の一部

を補助しています。 

 グループホーム・生活ホー

ムの家賃補助を行うことによ

り、障害のある人のグループ

ホーム・生活ホームでの生活

を支援し、障害のある人の地

域移行を推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．難病患者に対する障害福

祉サービス等の支援 

 障害者総合支援法では、難

病患者も障害福祉サービス等

の対象となる障害者の範囲に

含まれているため、難病患者

に対しても障害福祉サービス

等の支援を行っています。 

 難病患者に対する障害福祉

サービス等の周知を行うとと

もに支援を推進します。 

 また、対象疾患拡大等の動

きにも適切に対応します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

６．障害福祉を支える人材の

確保 

 障害福祉サービス等に従事

する職員を確保するため、就

職説明会の開催やＥＰＡ（経

済連携協定）による外国人介

護福祉士候補者の受け入れに

係る費用の助成を事業所に対

して行っています。 

 また、介護職員初任者研修

や実務者研修の修了者に対し

て受講料等の費用助成を行っ

ています。 

 

 説明会の開催や補助を行う

ことで障害福祉サービス及び

地域生活支援事業に従事する

職員の確保を図ります。 

 また、人材確保のための方

策について検討します。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

７．重度化・高齢化への対応 ①地域で生活する障害のある

人やその家族が安心して地域

で生活し続けられるための支

援体制を整えるために、地域

生活支援拠点事業を実施して

います。 

①障害のある人やその家族が

地域で安心して暮らし続けら

れるよう、緊急時の相談や短

期入所の一時受け入れの調整

を行うコーディネーターを配

置し、地域全体で支える体制

を整えます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②障害の重度化、重複化に対

応するため、専門職員の配置

を行っています。 

②サービスの継続性の観点か

ら、障害の重度化、重複化に対

応するため専門職員を配置し

ます。 

[担当課] 

療育支援課 

 

 ③重度の身体障害者が多く通

所する生活介護事業所に対

し、職員の加配に係る運営費

の一部を助成することによ

り、重度身体障害者の受け入

れ先の確保を行っています。 

③重度の身体障害者が多く通

所する生活介護事業所に対

し、職員の加配に係る運営費

の一部を助成することによ

り、重度身体障害者の受け入

れ先の確保を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 
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 ④障害のある人の高齢化に対

して、介護保険サービス等へ

の切り替えがスムーズに行わ

れるよう関係機関との連携を

図っています。 

④介護保険サービス等への切

り替えがスムーズに行えるよ

う関係機関との連携を図ると

ともに、高齢化に対する課題

の把握に努めていきます。 

 また、親亡き後の不安を解

消するための取組みとして、

地域での生活の場であるグル

ープホームの整備や将来に渡

り様々なサービスの提供や行

政への手続きが行えるよう成

年後見制度の利用推進を図り

ます。 

[担当課] 

介護保険課、障害福祉課 

 

８．成年後見制度の利用の推

進 

 船橋市障害者成年後見支援

センターにおいて、障害のあ

る人の法人後見等の受託や、

障害のある人及びその家族に

対して成年後見制度を利用す

るにあたっての電話相談等を

行うことにより成年後見制度

の利用を推進しています。 

 

 船橋市障害者成年後見支援

センターにおいて、成年後見

制度に関する電話相談等を行

うとともに、市からの依頼に

応じて法人後見等の受託を行

い、成年後見制度の利用を推

進します。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

９．困難事例への対応につい

て 

 多動、自傷、異食等、生活環

境への著しい不適応行動を頻

回に示すため、適切な指導・訓

練を行わなければ日常生活を

営む上で著しい困難があると

認められた強度行動障害者の

支援を行う施設に対して、市

独自に運営費の補助を行って

います。 

 強度行動障害者の支援を行

う施設の支援については、適

宜見直しを図り、適切な支援

を行います。 

 また、矯正施設（刑務所、少

年刑務所、拘置所等）を退所し

た障害のある人に対する支援

については、基幹相談支援セ

ンター「ふらっと船橋」を中心

に地域移行・地域定着に向け

た取組み及び支援を行いま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１０．生活訓練等事業の推進  視覚障害者、特に中途失明

者に対し、日常生活に必要な

相談・訓練指導を行うことに

より、視覚障害者の自立社会

参加の促進を図っています。 

 生活訓練等事業について

は、視覚障害者の状況に合わ

せた相談・訓練指導を実施し、

その利用の推進を図りなが

ら、視覚障害者の自立社会参

加の促進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１１．障害児等療育支援事業

の推進 

 在宅の障害のある子供、障

害のある人の地域における生

活を支えるため、身近な地域

で療育指導・相談等により、各

種福祉サービス提供の援助・

調整等を行っています。 

 障害福祉サービスの利用を

促進する観点から、障害児等

療育支援事業の受託事業所数

の増加を図るなど、障害のあ

る人とその家族が利用しやす

い環境整備を推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１２．精神障害者の社会復帰

施策の推進 

 回復途上の精神障害者の社

会生活への適応力を高めるこ

となどを目的に、デイケアク

ラブを実施しています。 

 デイケアクラブを実施し、

精神障害者の社会復帰を支援

します。 

[担当課] 

地域保健課 

 

１３．精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築

推進 

 精神障害者とその家族が地

域で安心して暮らしていける

よう、保健・医療・福祉関係者

による協議を行います。 

 保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場を通して、精神障

害者が地域で暮らしていくた

めの支援体制について検討し

ます。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 

 

１４．一時介護の実施  障害のある人が福祉施設な

どに有料で一時的な介護を依

頼した場合、その費用の一部

を助成することにより、障害

のある人及びその保護者の福

祉の増進を図っています。 

 障害のある人を介護してい

る家族が病気等の理由で一時

的に介護が困難となった時、

または自活する障害のある人

が一時的に介護が必要となっ

た時、福祉施設または福祉団

体に介護を依頼した場合にそ

の費用を助成することによ

り、障害のある人とその保護

者の福祉の増進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１５．障害者等日中一時支援

事業の充実 

 障害のある人の日中におけ

る活動の場を確保するととも

に、障害のある人の家族の就

労支援及び障害のある人を日

常的に介護している家族の一

時的な休息等のための支援を

行っています。 

 障害のある人の日中活動の

場の確保のため日中一時支援

を継続して実施し、障害のあ

る人の家族の就労支援及び一

時的な休息等の支援を行いま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１６．重度身体障害者等入浴

サービス事業の充実 

 重度身体障害者等の居宅を

訪問し、浴槽を提供して行わ

れる入浴の介護を行っていま

す。 

 自宅での入浴が困難な重度

身体障害者等に対して、保健

衛生の向上と介護者の負担軽

減を図る重度身体障害者等入

浴サービス事業を継続して実

施します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１７．障害者等移動支援事業

の充実 

 屋外での移動が困難な障害

のある人及び障害のある子供

が、社会生活上必要不可欠な

外出や余暇活動等の社会参加

のための外出の支援を行って

います。 

 障害のある人の社会参加や

通学等のための移動に対する

支援は不可欠であることか

ら、障害のある人が必要な場

面で支援を受けられるよう移

動支援事業を継続して実施し

ます。 

 また、利用実態に合わせた

利用方法について継続して検

討します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１８．リフトカーによる移動

支援の実施 

 福祉リフトカーの利用支援

を行い、障害のある人の社会

参加を促す外出支援を行って

います。 

 効率的な利用方法を図りつ

つ、重度身体障害者及びねた

きり老人等の通院、会合等社

会生活上必要な用務のための

利用に供することにより、重

度身体障害者及びねたきり老

人等の社会参加のための外出

の支援を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１９．福祉タクシー利用料金

の助成 

 重度の障害のある人に、タ

クシーの利用料金の一部を助

成することにより、障害のあ

る人の福祉の増進を図ってい

ます。 

 乗用タクシー及び車椅子や

介護ベッドを積むことのでき

る福祉タクシー利用料金の一

部の助成を行うことにより、

障害のある人の福祉の増進を

図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２０．自動車改造費及び自動

車免許取得費の助成 

 

 身体に障害のある人が、自

ら運転する自動車の改造を行

う場合や、自動車運転免許を

取得した場合に、改造費や免

許取得費の一部を助成してい

ます。 

 身体に障害のある人が、自

動車を運転することにより社

会参加が可能になるため、障

害のある人が自ら運転する自

動車の改造を行う場合の改造

費や免許取得費の一部を助成

します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

２１．障害者施設等通所交通

費の助成 

 障害者施設等に通所してい

る障害者等及びその介護者に

対し、通所に要する交通費の

一部を助成しています。 

 障害者施設等に通所してい

る障害者等及びその介護者に

対し、通所に要する交通費の

一部を助成することにより、

日中活動への参加しやすい環

境を整備します。 

[担当課] 

障害福祉課、療育支援課 

 

２２．船橋市福祉有償運送運

営協議会の開催 

 運送者からの申し出によ

り、船橋市福祉有償運送運営

協議会において、福祉有償運

送の必要性、旅客から収受す

る対価その他の福祉有償運送

を行うために必要となる事項

について、地域の関係者が集

まり協議しています。 

 

 船橋市福祉有償運送運営協

議会において、福祉有償運送

について必要性及び安全性の

確保並びに利便性の確保に係

る方策等の協議を行います。 

 また、事業者に対し福祉有

償運送の相談・指導を行いま

す。 

[担当課] 

地域福祉課 

 

２３．食の自立支援事業の実

施 

 身体の障害等により食事の

調理が困難な一人暮らし等の

身体障害者に食事を届けるほ

か、栄養士が食生活に関する

相談に応じる、食の自立支援

事業を行っています。 

 一人暮らし等の身体障害者

の食の自立がさらに推進され

るように、食事内容について

継続して見直しをしつつ、食

の自立に必要な支援を実施し

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

２４．ふれあい収集の実施  日常的なごみ出しが困難で

あり、周りの方からの支援を

受けられない障害のある人の

みの世帯等を対象に、可燃ご

み、不燃ごみ等の戸別収集を

行っています。 

 日常的なごみ出しが困難で

あり、周りの方からの支援を

受けられない障害のある人の

みの世帯等を対象に、戸別収

集を行うことで、ごみ出しに

関する負担を軽減します。 

[担当課] 

資源循環課 

 

２５．クリーンサポート収集

の実施 

 障害のある人のみの世帯等

で自分たちで粗大ごみを収集

場所まで運ぶことができない

ときに、屋内からの持ち出し

収集を行っています。 

 周りの方からの支援を受け

られず、自力で粗大ごみを出

すことが困難な障害のある人

のみの世帯等を対象に、屋内

からの持ち出し収集を行うこ

とで、ごみ出しに関する負担

を軽減します。 

[担当課] 

クリーン推進課 

 

 

（３）障害のある子供への支援の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．療育支援体制の整備  こども発達相談センターを

基幹とし、福祉、教育部門など

の周辺関係機関との連携を強

化し、広く支援体制を整備す

ることで、総合的・一貫性のあ

る療育支援体制の充実を図っ

ています。 

 

 連携を強化するための会議

等を開催し、療育支援体制の

整備を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 

  



各論 第１章 生活支援 

- 47 - 

項目 現状 施策の方向性 

２．切れ目のない指導・支援の

充実 

 子供の成育歴や支援内容を

記録するライフサポートファ

イルの活用の促進を図ってい

ます。また、ライフステージの

移行期の支援として保育所等

訪問支援や「引継ぎのための

連絡票」を活用し、障害のある

子供が幼稚園や保育所、小学

校等の集団生活に適応するた

めの支援をしています。 

 支援機関間で必要な情報を

共有するため、ライフサポー

トファイルの利用の促進を図

ります。また、保育所等訪問支

援や「引継ぎのための連絡票」

を活用することにより、障害

のある子供が幼稚園や保育

所、小学校等の集団生活に適

応するための支援の充実を図

ります。 

[担当課] 

療育支援課、総合教育センタ

ー 

 

３．児童発達支援の実施  未就学の障害のある子供に

対し、日常生活における基本

的動作の指導や集団生活への

適応訓練を行っています。 

 児童発達支援を実施し、障

害のある子供の日常生活動作

に必要な能力の向上等を図り

ます。 

[担当課] 

療育支援課 

 

４．放課後等デイサービスの

実施 

 就学している障害のある子

供に対し、生活能力の向上を

図るため、コミュニケーショ

ンの促進や必要な訓練を行っ

ています。 

 放課後等デイサービスを実

施し、障害のある子供の生活

能力の向上を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 

 

５．保育所等訪問支援の実施  保育所等に通う障害のある

子供の集団生活への適応のた

め、訪問支援員が支援方法等

の指導等を行っています。 

 保育所等訪問支援を実施

し、障害のある子供の集団生

活への適応を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

６．居宅訪問型児童発達支援

の実施 

 外出が著しく困難な重度の

障害等の状態にある子供の居

宅を訪問し、児童発達支援ま

たは放課後等デイサービスと

同様の支援を行っています。 

 居宅訪問型児童発達支援を

実施し、外出が著しく困難な

重度の障害等の状態にある子

供の生活能力の向上や相談援

助を通じた家族支援の充実を

図ります。 

[担当課] 

療育支援課 

 

７．早期発見・早期療育の充実  心理発達相談員などの専門

職の個別相談、電話相談によ

り、保護者の悩みに寄り添い

つつ、適切に療育につなげて

います。 

 心理発達相談員などの専門

職が個別相談、電話相談を行

い、療育が必要な子供とその

保護者を支え、適切に療育に

つなげます。 

[担当課] 

療育支援課 

 

８．療育内容の充実  療育支援に係る知識や具体

的な支援方法についての指導

啓発のために巡回相談や発達

支援のための講演会を行うこ

とにより、子供に対して効果

的な支援ができるよう努めて

います。また、家族への支援と

して、保護者が子供への対応

方法を学ぶペアレントトレー

ニングを実施しています。 

 幼稚園・保育所等の職員に

対して巡回相談や発達支援の

ための講演会を開催し、職員

の資質の向上を図り、子供に

対して効果的な支援ができる

ようにします。また、継続して

ペアレントトレーニングを実

施することにより、家族への

支援の充実を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

９．保育所における障害のあ

る児童の受け入れ 

 「船橋市発達支援保育実施

要綱」に基づき、保育を必要と

する発達支援児の保育所での

受け入れを行っています。 

 また、保育所のバリアフリ

ー化を推進しています。 

 「船橋市発達支援保育実施

要綱」に基づき、保育を必要と

する発達支援児の保育所での

受け入れを行います。 

 また、保育所のバリアフリ

ー化を推進します。 

[担当課] 

公立保育園管理課 

 

１０．幼稚園における障害の

ある児童の受け入れ 

 障害のある児童を受け入れ

ている私立幼稚園に対し、そ

れにかかわる経費の一部の補

助を行っています。 

 障害のある児童を受け入れ

ている私立幼稚園に対し、そ

の経費の一部を補助すること

により、幼稚園における障害

のある児童の受け入れに対す

る支援を行います。 

[担当課] 

学務課 

 

１１．放課後ルームにおける

障害のある児童の受け入れ 

 障害のある児童の受け入れ

の際に、児童の障害の程度に

応じて職員の加配などを行っ

ています。 

 職員の加配を行うなど障害

のある児童の受け入れを行い

ます。 

[担当課] 

地域子育て支援課 
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（４）補装具費、日常生活用具費の支給 

項目 現状 施策の方向性 

１．補装具費の支給  障害のある人の身体機能を

補完または代替する補装具費

の購入、借受け、または修理の

ため、補装具費の支給を行っ

ています。 

 補装具費について、利用実

態を把握しつつ適正な支給を

行い、障害のある人の日常生

活や社会生活の向上を図りま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２．日常生活用具費の支給  障害のある人の日常生活や

社会生活の便宜を図るために

日常生活用具費や日常生活用

具取付費用の支給を行ってい

ます。 

 日常生活用具費や日常生活

用具取付費用について、利用

実態を把握しつつ適正な支給

を行い、障害のある人の日常

生活や社会生活の向上を図り

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 

（５）情報提供の充実等 

項目 現状 施策の方向性 

１．聴覚障害者ファクシミリ・

ネットワーク（Ｆネット）事業

の実施 

 聴覚障害者への情報提供の

充実を図るため、ファクシミ

リを利用した情報提供を実施

しています。 

 ふなばし情報メールなどの

普及を図りつつ、ファクシミ

リを利用した情報提供を推進

します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

  



各論 第１章 生活支援 

- 51 - 

項目 現状 施策の方向性 

２．図書利用の支援 ①身体障害者福祉センターに

て声の図書や点字図書の貸し

出しを行っています。 

①声の図書・点字図書の貸し

出しを行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②障害があり図書館に行くこ

とが困難な人に対し、図書の

宅配を行っています。 

②図書の宅配サービスを行い

ます。 

[担当課] 

図書館 

 

 ③視覚障害者に対し、録音図

書等（朗読ＣＤ、カセットブッ

ク、点字図書、デイジー図書）

や大活字本の貸し出しを行っ

ています。また、対面朗読がで

きる部屋を提供しています。 

 

③録音図書等の貸し出しや対

面朗読室の提供を行います。 

[担当課] 

図書館 

３．点字広報・声の広報の発行  広報ふなばしの点字版・録

音版を発行することによる情

報提供の推進を図っていま

す。 

 点字広報・声の広報を発行

することによる情報提供の推

進を図ります。 

[担当課] 

広報課 

 

４．市のホームページにおけ

る情報提供の推進 

 市のホームページにおい

て、ふりがな・文字の拡大機

能・音声読み上げ機能など情

報提供の推進を図っていま

す。 

 市のホームページにおける

アクセシビリティに配慮した

情報提供の推進を図ります。 

[担当課] 

広報課 
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項目 現状 施策の方向性 

５．声の市議会だより・市議会

だより点字版の発行 

 市議会だよりの録音版であ

る声の市議会だよりや市議会

だよりの点字版を発行するこ

とにより、市議会の情報提供

の推進を図っています。 

 

 声の市議会だより・市議会

だより点字版の発行により、

市議会の情報提供の推進を図

ります。 

[担当課] 

庶務課 

 

６．公文書の音声コード化  障害福祉のしおりや通知の

一部の音声コード化を行って

います。 

 公文書の音声コード化につ

いては、今後も必要なものは

コード化を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 

（６）意思疎通支援の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．手話通訳者・要約筆記者に

よる意思疎通支援の推進 

①手話通訳者・要約筆記者を

派遣することにより、障害の

ある人の意思疎通支援を推進

しています。 

①意思疎通支援の手段とし

て、手話通訳者または要約筆

記者の派遣の利用を推進しま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②手話通訳者・要約筆記者の

派遣を推進するため、手話通

訳者・要約筆記者の養成を行

っています。 

②専門性の高い手話通訳者・

要約筆記者の養成を行うこと

により、意思疎通支援を推進

します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

２．手話講習会の実施 ①聴覚障害者が基本的な意思

疎通ができるように、手話講

習会を行っています。 

①聴覚障害者への意思疎通支

援のため、手話講習会を行い

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②健聴者で初めて手話を学ぶ

人を対象とした手話講習会を

行っています。 

②健聴者で初めて手話を学ぶ

人を対象として講習会を行い

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ③身体障害者手帳を所持して

いない中途失聴者・難聴者の

ための手話講習会を行ってい

ます。 

 

③手話の学習を通じ、同じ仲

間との交流を深め、孤立しが

ちな状況から社会参加を促進

していくことを目的に、中途

失聴者・難聴者のための手話

講習会を行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

３．盲ろう者通訳・介助員によ

る意思疎通支援の充実 

①盲ろう者通訳・介助員を派

遣することにより、障害のあ

る人の意思疎通支援を推進し

ています。 

①盲ろう者通訳・介助員を派

遣することにより、障害のあ

る人の意思疎通支援を行い、

盲ろう者の自立と社会参加を

促進します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②盲ろう者通訳・介助員の派

遣を推進するため、盲ろう者

通訳者・介助員の養成を行っ

ています。 

②盲ろう者通訳・介助員の養

成を行うことにより、意思疎

通支援を推進し、盲ろう者の

自立と社会参加を促進しま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

４．ヒアリングループの貸し

出しによる意思疎通支援の充

実 

 難聴者の聞き取りを支援す

るため、ヒアリングループの

貸し出しを行っています。 

 ヒアリングループの貸し出

しを行うことにより、難聴者

の意思疎通支援を推進し、難

聴者の自立と社会参加を促進

します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．失語症者向け意思疎通支

援の充実 

 失語症者のコミュニケーシ

ョンと社会参加を支援できる

意思疎通支援者の養成を千葉

県が行っています。 

 失語症者の自立と社会参加

促進を目的に、千葉県に対し、

失語症者向け意思疎通支援者

の派遣事業についても実施す

るよう働きかけます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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１ 基本方針 

 保健・医療に関しては、障害のある人を含む市民すべての障害や疾病などの早期発見・早期治

療、早期療育を図ることが重要です。関係機関が連携し、各年齢・段階に応じた、適切な施策を

実施していく必要があります。 

 そして、障害の有無にかかわらず、すべての市民の健康の保持・増進を図っていくことも重要

です。特に、生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するためにも、

生活習慣の改善や自己健康管理の促進を図っていく必要があります。障害のある人の保健・医療

に関しては、身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受け入れられるよう、地域医療体

制等の充実を図ることが必要です。障害のある人の健康の保持・増進や新たな障害の予防・軽減

を図るためにも、保健・医療・福祉の関係機関が連携を図っていく必要があります。 

 また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ

う、地域で暮らせる環境の整備や支援を行っていく必要があります。 

 あわせて、医学的リハビリテーションに従事する者や健康相談等を行う者について、専門的な

技術や知識を有する人材を確保することが必要になります。難病の人が生活における悩みや不安

等を解消するための相談・支援や、医療費の負担軽減に関する施策を進めていくことも重要です。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）保健・医療の充実等 

（２）精神保健・医療の提供等 

（３）人材の育成・確保 

（４）難病に関する施策の推進 

（５）障害の原因となる疾病等の予防・治療 

  

保健・医療 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）保健・医療の充実等 

項目 現状 施策の方向性 

１．保健・医療・福祉の連携  できる限り住み慣れた地域

で自分らしく安心して暮らし

続けられるまちづくりに向

け、障害のある人も含めた高

齢者の支援体制の充実のた

め、地域づくりや個別課題の

解決を目的とする地域ケア会

議や、精神障害者の社会復帰

に必要な福祉施策の推進を目

的とする船橋市精神保健福祉

推進協議会を開催し、保健・医

療・福祉の連携を図っていま

す。 

 

 地域ケア会議や船橋市精神

保健福祉推進協議会を開催

し、保健・医療・福祉の連携を

図ります。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課、地域保

健課、障害福祉課 

２．健康づくり事業の推進  健康の保持増進や生活習慣

病予防に関する啓発、妊娠、出

産・子育てに関する相談、健康

診査等の事業を行っていま

す。 

 

 生涯にわたる健康づくりの

ための事業を実施します。 

[担当課] 

地域保健課 

 

３．地域リハビリテーション

の推進 

①船橋市地域リハビリテーシ

ョン協議会において、市民が

住み慣れた地域で安心して生

活することができるよう、適

切なリハビリテーションが切

れ目なく提供される地域リハ

ビリテーションを推進するた

めに必要な事項について、協

議しています。 

 

①地域リハビリテーションを

推進するための協議及び取り

組みを実施します。 

[担当課] 

健康政策課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②船橋市リハビリセンターに

おいて、リハビリ事業に加え、

市内の回復期病床を持つ病院

等と密接な連携体制を整える

ことで、回復期から維持期・生

活期までの継続したリハビリ

テーションを提供していく地

域リハビリテーションを推進

するための拠点事業を行って

います。 

 また、リハビリテーション

科の診療所及び訪問看護ステ

ーション業務を実施し、地域

で生活しながらリハビリテー

ションを行う方にリハビリテ

ーションの総合的な提供を行

っています。 

 

②地域で生活しながらリハビ

リテーションを行う方を対象

に、リハビリテーションの総

合的な提供を行います。 

 また、地域リハビリテーシ

ョンを推進するための拠点事

業を行い、地域リハビリテー

ションの推進を支援するとと

もに、リハビリテーション科

の診療所や訪問看護ステーシ

ョンの運営を行います。 

[担当課] 

健康政策課 

 ③リハビリテーション検討会

議の開催など庁内におけるリ

ハビリテーションの連携を図

っています。 

 

③庁内におけるリハビリテー

ションの連携を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．地域医療の推進 ①かかりつけ医、かかりつけ

歯科医、かかりつけ薬剤師・薬

局の必要性について、広報ふ

なばしや小児救急ガイドブッ

クなど様々な形で、市民への

啓発を図っています。 

①かかりつけ医、かかりつけ

歯科医、かかりつけ薬剤師・薬

局の必要性について、市のホ

ームページにて周知するとと

もに、広報ふなばしや小児救

急ガイドブックなど様々な形

で、市民への啓発を図ります。 

 また、先進事例を参考に、よ

り効果的な周知方法等につい

て、検討します。 

[担当課] 

健康政策課 

 

 ②船橋市立リハビリテーショ

ン病院において回復期のリハ

ビリテーションを提供してい

ます。 

 

②船橋市立リハビリテーショ

ン病院による回復期のリハビ

リテーション医療の提供を実

施します。 

[担当課] 

健康政策課 

 

５．在宅療養者への介護・介護

支援の充実 

 地域包括支援センター及び

在宅介護支援センターにおい

て、介護や福祉、医療、健康、

認知症の相談など、住み慣れ

た地域で暮せるよう支援を行

っております。 

 地域包括支援センター及び

協働機関である在宅介護支援

センターの機能強化を図りま

す。また、各地区コミュニティ

で開催されている地域ケア会

議を充実させます。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課 
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項目 現状 施策の方向性 

６．在宅医療の推進  平成２５年５月に医療・介

護関係者、市民活動団体、行政

によって構成する任意団体で

ある船橋在宅医療ひまわりネ

ットワークが設立され、在宅

医療の推進に取り組んでいま

す。 

 また、平成２７年１０月よ

り在宅医療支援拠点ふなぽー

とを設置し、在宅医療や介護

に関する相談を受けるほか、

在宅医療・介護関係者等への

情報提供や相談などの支援を

行っています。 

 

 船橋在宅医療ひまわりネッ

トワークの活動において、医

療・介護関係者の連携協力体

制を構築し、市民公開講座や

医療・介護関係者向けの研修

会などを実施します。 

 また、在宅医療支援拠点ふ

なぽーとにおいて、相談を受

けるほか、在宅医療・介護関係

者等への情報提供や相談など

の支援を行います。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課 

 

７．医療機関での診療の円滑

化 

 障害のある人が医療機関に

おいて円滑な診療が受けられ

るよう、千葉県から提供され

る受診サポート手帳を障害福

祉課、船橋駅前総合窓口セン

ター、各出張所福祉ガイドコ

ーナーにて配布しています。 

 

 受診サポート手帳の配布及

び市のホームページや障害福

祉のしおりで周知を行いま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．歯科診療の充実  さざんか特殊歯科診療所及

びかざぐるま休日急患・特殊

歯科診療所において、一般の

歯科診療所で治療が困難な障

害のある人に対し歯科診療を

行う体制を整え、診療してい

ます。 

 また、障害のある人、障害の

ある子供やその家族を対象に

口腔ケアに対する意識を高め

るための講演会や実技講習会

を開催しています。 

 

 さざんか特殊歯科診療所及

びかざぐるま休日急患・特殊

歯科診療所において、障害の

ある人に対する歯科診療の充

実を図ります。 

[担当課] 

健康政策課 

 

９．障害福祉施設等への歯科

指導及び家庭への訪問指導の

充実 

 障害福祉施設等に出向き、

歯科指導を実施するととも

に、必要時においては家庭へ

の訪問指導を行っています。 

 

 各施設への歯科指導及び家

庭への訪問指導を行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 

１０．医療費負担の軽減 自

立支援医療（更生医療）の給

付、重度心身障害者医療費の

助成、障害者の後期高齢者制

度による医療 

 障害のある人の医療費負担

の軽減のため、医療の給付及

び医療費の助成を行っていま

す。 

・自立支援医療（更生医療）の

給付 

・重度心身障害者医療費の助

成 

・６５歳以上７５歳未満で一

定程度の障害の状態にある者

及び７５歳以上の者に対する

「高齢者の医療の確保に関す

る法律」による医療の適用 

 

 医療の給付及び医療費の助

成を行います。 

[担当課] 

国保年金課、障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１１．医療費負担の軽減 自

立支援医療（育成医療）、養育

医療、療育医療の給付 

①身体に障害がある児童（１

８歳未満）に対して、自立した

日常生活または社会生活が営

むことができるよう、手術を

前提とした入院及び手術後に

機能回復が見込まれる場合の

医療の給付を行っています。 

 

①自立支援医療（育成医療）の

給付を行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 ②身体発育が未熟なまま出生

した未熟児は出生後速やかに

適切な処置が必要なため、医

師が入院を認めた児に対し、

養育に必要な医療の給付を行

っています。 

 

②未熟児養育医療の給付を行

います。 

[担当課] 

地域保健課 

 ③骨関節結核及びそのほかの

結核にかかっている児童に対

して、医師が必要と認めた場

合の医療の給付等を行ってい

ます。 

 

③結核児童療育医療の給付を

行います。 

[担当課] 

地域保健課 
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（２）精神保健・医療の提供等 

項目 現状 施策の方向性 

１．精神疾患等に関する正し

い知識の普及 

 精神障害者に対する偏見、

差別解消、正しい知識の普及

啓発のため、普及啓発講演会

や家族教室を開催していま

す。 

 

 普及啓発講演会については

内容を充実させるとともに、

継続して開催します。家族教

室については家族への情報提

供や交流促進の支援という点

から実施します。 

[担当課] 

地域保健課 

 

２．精神障害者及び家族に対

する相談事業の推進 

 保健所において、精神保健

福祉士、保健師等による電話・

来所相談や訪問支援を随時行

っているほか、精神科医師に

よる相談を定期的に実施して

います。 

 

 保健所における相談事業に

ついては、医療機関や地域の

福祉関係機関との連携を強化

しつつ、訪問支援を充実させ

ます。 

[担当課] 

地域保健課 

 

３．船橋市地域活動支援セン

ター（オアシス）の充実 

 船橋市地域活動支援センタ

ーにおいて、地域で生活する

精神障害者や市民の心の健康

相談を電話や面接相談にて実

施しています。 

 

 船橋市地域活動支援センタ

ーの活動について、地域に根

ざした施設となるようピア活

動やプログラムの充実だけで

なく、地域交流を促進します。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．精神障害者の家族による

交流事業の推進 

 精神障害者の家族が孤立し

ないよう家族会の活性化とと

もに、当事者の家族に対する

支援を推進しています。 

 当事者と同居する家族を対

象に、家族会のメンバーが担

当者となって、同じ悩みをも

つ家族同士での話し合い、共

に学習する場を設けます。 

[担当課] 

地域保健課 

 

５．医療費の負担軽減 自立

支援医療費（精神通院医療）の

支給、精神障害者入院医療費

の助成 

 精神障害の治療で通院や入

院した場合の医療費負担軽減

のため、受給者証の交付及び

医療費の助成を行っていま

す。 

 精神障害者の増加する状況

を踏まえ、精神障害に対する

適切な医療を確保できるよう

精神障害により、通院や入院

した場合の医療費の負担軽減

を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

６．精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築推

進（再掲） 

 精神障害者とその家族が地

域で安心して暮らしていける

よう、保健・医療・福祉関係者

による協議を行います。 

 保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場を通して、精神障

害者が地域で暮らしていくた

めの支援体制について検討し

ます。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 
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（３）人材の育成・確保 

項目 現状 施策の方向性 

１．専門職員の確保  地域保健を推進する保健

師、発達遅滞の乳幼児に対す

る発達検査や療育指導のため

の心理発達相談員など、専門

職員を配置しています。 

 保健指導や療育支援の推進

に必要な専門職員の確保に努

めます。 

[担当課] 

地域保健課、療育支援課 

 

２．専門職員の資質の向上  専門的知識の習得のため各

種研修に参加しています。 

 各種研修により知識の習得

及び資質の向上を目指しま

す。 

[担当課] 

地域保健課、療育支援課 

 

 

（４）難病に関する施策の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．難病患者援助金の支給  難病患者の費用負担の軽減

を図るため、難病患者援助金

を支給しています。 

 国の動向などを見ながら、

難病患者援助金の支給による

支援を行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 

２．小児慢性特定疾病児童等

自立支援事業の推進 

 長期にわたり療養を必要と

する児童等とその家族が地域

で安心して療養できるよう、

小児慢性特定疾病児童等自立

支援員による相談支援を行う

とともに、関係機関と連携を

取り、療養状況やニーズに応

じた支援を行っています。 

 

 小児慢性特定疾病児童等自

立支援事業の充実を図り、安

心して療養できる体制づくり

を行います。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．小児慢性特定疾病医療費

の給付 

 長期にわたり療養を必要と

し、療養のために多額の費用

を要する小児慢性特定疾病に

かかっている児童等に対し医

療費を支給しています。 

 対象の拡大など、国の動向

を見ながら、小児慢性特定疾

病医療費の給付による支援を

行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 

４．難病相談事業の推進  難病患者が自宅で安心して

療養できるよう、患者・家族か

ら相談を受け、関係機関と連

携を取り、療養状況やニーズ

に応じた支援を行っていま

す。 

 

 関係機関との連携を深め、

難病患者が安心して療養でき

る体制づくりを行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 

５．難病患者に対する医療費

の支給 

 原因が不明で治療方法が確

立されていない難病患者の医

療費自己負担額を軽減し、治

療の促進を図っています。 

 対象の拡大など、国の動向

を見ながら、難病の患者に対

する医療費の支給により負担

を軽減し、治療の促進を図り

ます。 

[担当課] 

地域保健課 
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（５）障害の原因となる疾病等の予防・治療 

項目 現状 施策の方向性 

１．保健・医療の充実等  健康寿命の延伸を目的に、

健康に関心のある人だけでな

く、健康に無関心な人や運動

習慣のない人も健康づくりに

取り組む動機づけとなるよ

う、平成３０年度から、ふなば

し健康ポイント事業を実施し

ています。 

 

 楽しみながら運動等の取組

みを継続できるよう健康づく

りを支援します。 

[担当課] 

健康政策課 

 

２．新生児の障害予防の推進 ①保健師による母子健康手帳

交付時に、妊娠・出産・育児に

関する相談を行っているほ

か、妊娠届やそれらの相談を

もとに、必要に応じて妊婦訪

問を行うなど出産・育児に関

する継続的な支援を行ってい

ます。 

 

①母子健康手帳交付時におけ

る保健師による相談を行うほ

か妊婦訪問など出産・育児に

関する継続的な支援を行いま

す。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②「パパ・ママ教室」により、

正しい知識の普及を行い、安

全な妊娠・出産を促していま

す。 

②「パパ・ママ教室」に加え、

今後、産前産後サポート事業

を実施し、安全な妊娠・出産に

向けた正しい知識の普及に努

めます。 

[担当課] 

地域保健課 

 

 ③安全な妊娠・出産を迎える

ため、思春期を対象とした母

子健康教育を行っています。 

③思春期を対象とした母子健

康教育を継続して行っていき

ます。 

[担当課] 

地域保健課 

 

３．乳幼児からの正しい食生

活の推進 

 第１子を対象にした食育講

座や、１歳６か月児健康診査

時に行う食育ミニ講座などに

よる食育推進事業を行ってい

ます。 

 食育講座や食育ミニ講座を

実施することにより乳幼児か

らの食育を実施します。 

[担当課] 

地域保健課 

 

４．成人・高齢者における健康

の保持・増進と自己管理の促

進 

 保健センターや各地域での

健康教育や家庭訪問等によ

り、自らが「自分の健康は自分

で守る」という認識と自覚を

高め、疾病の自己管理を促し、

健康の保持・増進を図ってい

ます。 

 

 地区健康教育や健康相談、

家庭訪問などをとおして自己

健康管理の促進を図ります。 

[担当課] 

地域保健課 

  



各論 第２章 保健・医療 

- 68 - 

項目 現状 施策の方向性 

５．生活習慣病などによる障

害の予防の推進 

①特定健康診査や特定保健指

導において、生活習慣病など

の予防を図っています。さら

に健診結果で腎機能低下のリ

スクの高い方について、人工

透析導入の増加抑制を図るた

め、保健指導を行っています。

また、在宅寝たきり者及びそ

れに準ずる方については訪問

診査を実施しています。 

 

①特定健康診査や特定保健指

導、慢性腎臓病対策保健事業

などの実施により、生活習慣

病などの予防の推進、人工透

析導入者の増加抑制を図りま

す。 

[担当課] 

健康づくり課 

 ②生活習慣病予防や健康全般

について、保健センターで個

別相談を行う「成人健康相談」

を実施するほか「糖尿病教室」

を開催するなど生活習慣病予

防、疾病予防を推進していま

す。 

 

②保健センターにおいて個別

相談を行うなど生活習慣予

防、疾病予防を推進します。 

[担当課] 

地域保健課 

６．介護予防事業の充実 ①要介護認定率の減少だけで

なく、健康寿命が長い高齢者

を目指すため、介護予防事業

の充実を図っています。 

 

①６５歳以上の方を対象に、

介護予防教室、認知症予防教

室を開催し、介護予防事業を

推進します。 

[担当課] 

健康づくり課 

 

  



各論 第２章 保健・医療 

- 69 - 

項目 現状 施策の方向性 

 ②船橋市リハビリセンターに

おいて「プールリハビリ教室」

や「パワーリハビリ（筋力マシ

ンを利用してのリハビリ）」

「パワーリハビリフォローア

ップ」など介護予防事業を実

施しています。 

 

②維持期・生活期のリハビリ

テーションを提供するととも

に介護予防事業を行います。 

[担当課] 

健康政策課 

 

 ③介護予防と健康寿命の延伸

のため、いつでも、どこでも、

どなたでもできるふなばしシ

ルバーリハビリ体操教室を実

施しています。 

③シルバーリハビリ体操教室

の開催とともに、体操指導士

養成を行い、自らの健康づく

りに加え、地域住民にシルバ

ーリハビリ体操を教えること

により、地域の健康づくりを

促進します。 

[担当課] 

健康づくり課 

 

７．乳幼児・高齢者の事故防止

の啓発 

 赤ちゃん訪問、４か月児健

康相談、１歳６か月児健康診

査・３歳児健康診査や母子・成

人の地区健康教育にて事故予

防のチラシ配布や講話を行う

など、市民に対して、乳幼児の

交通事故・誤飲・転落、高齢者

の転倒など、事故防止に関す

る啓発の推進を図っていま

す。 

 

 赤ちゃん訪問、４か月児健

康相談、１歳６か月児健康診

査・３歳児健康診査や母子・成

人の地区健康教育でのチラシ

配布を行うなど事故防止の啓

発を行います。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．障害の早期発見の推進 ①新生児・低体重児訪問、乳児

家庭全戸訪問（こんにちは赤

ちゃん訪問）時に、子育て支援

に関する情報提供や母子の心

身状況や育児環境の把握を行

っています。 

 

①新生児・低体重児訪問、赤ち

ゃん訪問を行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 ②幼児健診の受診率向上を図

るため、母子健康手帳交付や

赤ちゃん訪問、４か月児健康

相談などの際に、１歳６か月

児健康診査及び３歳児健康診

査の幼児健診についての周知

を行っています。また、平日に

来所できない方に対しては日

曜健診を行うなど、健康診査

の受診率の向上を図っていま

す。 

 

②１歳６か月児健康診査、３

歳児健康診査の周知、日曜健

診の実施により、受診率の向

上に努めます。 

[担当課] 

地域保健課 

 ③乳児健康相談や窓口・電話

相談など、相談事業の充実を

図っています。 

③乳児健康相談や窓口・電話

相談など、相談事業の充実を

図ります。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ④４か月児健康相談の対象と

なる方全員の状況把握に努め

ているほか、各保健センター、

船橋市駅前総合窓口センタ

ー、市役所にて、随時育児につ

いての相談を受け付けていま

す。また、精神科医師、臨床心

理士などによる育児相談につ

いても実施しています。乳児

の全数把握により、疾病や障

害の早期発見・治療や療育機

関との連携を図っています。 

 

④４か月児健康相談、育児相

談を行います。 

[担当課] 

地域保健課 

 ⑤健康診査及び健康相談によ

り障害及びその疑いがある場

合には、家庭へ訪問し、個々の

状況に合わせた支援を関係機

関と連携しながら行っていま

す。 

 

⑤家庭訪問事業を実施しま

す。 

[担当課] 

地域保健課 

 ⑥１歳６か月児健診事後指導

教室である「ひよこ教室」にお

いて親子で一緒に遊ぶ体験を

通して、子供との接し方や親

子関係の改善を図り、子供の

発達を促しています。 

 

⑥ひよこ教室の実施を通じ

て、子供の発達を促しながら、

関係機関との連携を深め、よ

り高い支援を実施します。 

[担当課] 

地域保健課 
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項目 現状 施策の方向性 

９．早期療育の推進  療育が必要な子供の早期療

育の促進を図っています。 

 

 早期療育を行う体制の整備

を図ります。 

[担当課] 

療育支援課 
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１ 基本方針 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじられ共生でき

る社会の実現に向け、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組み、インクルーシブ教育シ

ステムの整備を進めます。 

 また、合理的配慮の提供等の一層の充実を図るとともに、障害のある児童生徒の発達・成長の

ため、早期から一人ひとりの障害の状況と成長段階、教育的ニーズに応じて、可能な限りきめ細

やかな支援を行います。 

 さらに、障害のある人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる

環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育や文化、

スポーツ・レクリエーション等の様々な機会に親しむための関係施策を推進するとともに、共に

暮らせる社会の実現を目指します。 

 文化活動、スポーツ・レクリエーションは、人間形成の面からも、生活の質を高めるためにも、

さらに、心身の健康という点からも大切です。これらの活動は、やりがい・生きがい・楽しみの

ある充実した生活、心身機能の維持・向上に寄与し、生き生きとした地域生活の実現につながり

ます。活動の機会を十分に確保することにより、社会参加の促進を図ります。そのため、文化活

動、スポーツ・レクリエーションに日常的かつ自主的に取り組むことができるよう、その環境を

整備し、活動を推進する必要があります。 

 これらの活動に加え、国際交流活動への障害のある人の参加の支援方策の充実や、学校教育の

場で国際交流活動の機会設定などの必要があります。船橋市は、現在、海外の３都市と姉妹・友

好都市を結んでおり、障害のある人を含めた市民レベルの国際交流を、今後も推進していきます。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）インクルーシブ教育システムの推進 

（２）教育環境の整備 

（３）文化芸術活動、スポーツ等の振興 

（４）障害のある人などの国際交流の推進 

  

教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交流等 



各論 第３章 教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交流等 

- 74 - 

２ 現状と施策の方向性について 

（１）インクルーシブ教育システムの推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．就学相談の充実  特別な教育的ニーズのある

幼児の就学について、こども

発達相談センター等の療育施

設と連携を図りながら、就学

相談会、就学指導委員会を開

催し、適切な就学についての

支援をしています。また、より

多くの保護者に就学相談につ

いて周知できるように就学に

関する説明会を実施していま

す。 

 

 幼稚園・保育園等に就学相

談会、就学指導委員会を周知

し、適切な教育が受けられる

よう保護者からの就学相談に

応じます。 

[担当課] 

総合教育センター 

２．教育相談の充実  市内の全小中学校に特別支

援教育コーディネーターを指

名し、各校及び保護者からの

教育相談に応じています。ま

た、学校担当が各学校を訪問

し、指導しています。 

 

 学校生活、家庭生活、障害に

関する問題の相談や助言を行

うため、特別支援教育コーデ

ィネーターの支援や各校の教

育相談の充実を図ります。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

３．進路に関する相談支援の

充実 

 公共職業安定所との連携の

もと他課と連携をしながら、

進路の取組みを支援していま

す。 

 産業現場等における実習に

ついての情報共有などを行

い、進路指導の充実などを図

ります。 

[担当課] 

総合教育センター 
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項目 現状 施策の方向性 

４．特別支援学校及び特別支

援学級における教育の充実 

①在籍する児童生徒の一人ひ

とりのニーズに応じた適切な

指導が行えるよう個別の教育

支援計画や個別の指導計画、

個別の移行支援計画の作成の

手引きを配布し教育の充実を

図っています。 

 

①個別の教育支援計画や個別

の指導計画、個別の移行支援

計画を校長会議・教頭会議、コ

ーディネーター研修会等の機

会を通して周知し、活用の推

進を図ります。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

 ②特別支援学級や通常の学級

に在籍する障害のある児童生

徒で、支援を必要とする場合

には支援員の配置を行ってい

ます。 

②障害のある児童生徒数が増

加していることから、安全の

確保や学校生活支援のため、

必要に応じた支援員の配置を

します。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

５．通級指導教室における指

導の充実 

①通常の学級に在籍する障害

のある児童生徒に対して、よ

りよい支援を行えるよう、小

中学校における通級による指

導を推進しています。発達障

害通級指導教室には、その内

容の充実を図るため、通級指

導教室指導員を雇用し、通級

指導担当教員と協力し、指導

を行っています。 

 

①通級指導教室による指導の

充実を図るほか、各通級指導

教室において障害の特性に応

じた設備の整備を行います。 

[担当課] 

総合教育センター 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②障害のある児童生徒に対し

て障害の特性に応じた教育を

実施するため通級指導教室の

設置に取り組んでいます。 

②障害のある児童生徒の増加

しつつある現状を踏まえ、障

害のある子もない子もともに

学べるよう通級指導教室を設

置します。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

６．通常の学級における指導

の充実 

 通常の学級に在籍する障害

のある児童生徒の指導を充実

するため、校内体制の整備を

図るとともに、専門家チーム

による助言や巡回相談員の派

遣を行っています。 

 

 専門家チームによる助言や

巡回相談員の派遣により、通

常の学級における障害のある

児童生徒の指導の充実を図り

ます。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

７．訪問指導の充実  けがや疾病により療養中、

また通学して教育を受けるこ

とが困難な児童生徒に対し

て、訪問指導を行っています。 

 訪問指導が長期にわたる場

合においては、学習の遅れが

出ないように、学校との連絡

を密に取り、支援計画を作成

する等の手立てを講じます。 

[担当課] 

指導課 

 

８．医療的ケアを必要とする

児童等が教育を受ける機会確

保のための体制整備 

 医療的ケアを必要とする児

童生徒が、教育を受ける機会

を確保するために教育委員会

が指定する小中学校、特別支

援学校に看護師を配置してい

ます。 

 医療的ケアを必要とする児

童生徒が、教育を受ける機会

や他の児童生徒と共に学ぶ機

会を確保するため、支援体制

の整備に努めます。 

[担当課] 

総合教育センター 
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項目 現状 施策の方向性 

９．学生ボランティアの活用  学校支援ボランティア派遣

事業の実施により、学生ボラ

ンティアによる特別な支援を

必要とする児童生徒への支援

を行っています。 

 近隣大学と連携して小中学

校へ学生ボランティアを派遣

し、特別な支援を必要とする

児童生徒の支援の充実を図り

ます。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

１０．校外活動の充実  学校での校外活動を通し

て、さまざまな体験を学べる

ことから、小・中学校特別支援

学級合同宿泊学習推進事業を

行うなど学校における校外活

動の充実を図っています。 

 障害のある児童生徒の日常

生活・集団生活に必要なルー

ルを学び、好ましい人間関係

や他校との交流などの推進を

図りながら校外活動等を実施

します。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

１１．産業現場等での実習の

充実 

 より良い進路先を選択でき

るように、特別支援学級の中

学３年生及び特別支援学校の

中学３年生・高等部の全生徒

に産業現場等における現場実

習を行っています。 

 

 校内での作業学習の充実と

他課と連携して産業現場等に

おける実習を充実させます。 

[担当課] 

総合教育センター 
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項目 現状 施策の方向性 

１２．切れ目のない指導・支援

の充実（再掲） 

 子供の成育歴や支援内容を

記録するライフサポートファ

イルの活用の促進を図ってい

ます。また、ライフステージの

移行期の支援として保育所等

訪問支援や「引継ぎのための

連絡票」を活用し、障害のある

子供が幼稚園や保育所、小学

校等の集団生活に適応するた

めの支援をしています。 

 

 支援機関間で必要な情報を

共有するため、ライフサポー

トファイルの利用の促進を図

ります。また、保育所等訪問支

援や「引継ぎのための連絡票」

を活用することにより、障害

のある子供が幼稚園や保育

所、小学校等の集団生活に適

応するための支援の充実を図

ります。 

[担当課] 

療育支援課、総合教育センタ

ー 

 

 

（２）教育環境の整備 

項目 現状 施策の方向性 

１．特別支援学校のセンター

的機能 

 特別支援学校コーディネー

ターによる小中学校への出張

相談や教員の研修会の講師を

行うなどの連携を行っていま

す。 

 特別支援学校との連絡会を

設け、定期的に連絡をとり、状

況を把握する等の連携を強化

します。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

２．発達障害理解のための職

員の研修の充実 

 発達障害の理解促進のた

め、幼稚園、保育所、関係機関

職員を対象とした発達支援の

ための講演会などを行ってい

ます。 

 

 幼稚園、保育所等の職員に

対して、専門職による支援方

法の指導や発達支援のための

講演会などを行います。 

[担当課] 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．巡回相談の充実  こども発達相談センターの

専門職員が幼稚園や保育所等

にて巡回相談を行うことによ

り地域での子供の発達に対す

る指導力向上を図っていま

す。 

 

 専門職員が巡回相談を行

い、幼稚園や保育所等での生

活がよりスムーズにいくよ

う、さらなる指導力の向上を

図ります。 

[担当課] 

療育支援課 

 

４．教職員への研修の充実  特別支援学級担任研修会

や、小・中学校教育研究協議会

の特別支援教育部会等をとお

し、教職員の研修を行ってい

ます。 

 在籍する児童生徒の一人ひ

とりの特別な教育的ニーズに

対応するため、さらなる教職

員の研修を行います。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

５．特別支援教育コーディネ

ーター等相談担当者への研修

の充実 

 就学相談・教育相談を専門

に行うため、特別支援教育コ

ーディネーター等への指導力

向上のため研修会を行ってい

ます。 

 年間の研修計画の中で、経

験別、地域別等内容を工夫す

るなどしながら研修を行いま

す。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

６．学校施設・設備の充実 ①教育効果を高めるため、特

別支援学校及び特別支援学級

について、児童生徒数を確認

しながら毎年計画を策定し、

計画的に学校の施設・設備の

整備を図っています。 

 

①特別支援学校、特別支援学

級に在籍する児童生徒数の増

加が見込まれるため、動向を

見ながら特別支援学校の改修

や特別支援学級及び通級指導

教室の設置を検討します。 

[担当課] 

施設課、総合教育センター 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②通常の学級に在籍する肢体

不自由などの児童生徒のため

に、障害の状況に合わせた施

設・設備の改善を図っていま

す。 

 

②就学１年前から行う就学相

談にて、障害の状況の把握な

どを行っていますが、設備の

整備の準備を行うためにも、

より早期からの就学相談につ

いても検討します。 

[担当課] 

施設課、総合教育センター 

 

 ③大規模改造事業及び校舎改

修事業にあたって、各校の改

造・改修の状況を踏まえなが

ら、障害のある児童生徒に配

慮した整備を行っています。 

 

③増改築時や障害のある児童

生徒の状況を踏まえて、エレ

ベーター・多目的トイレ等の

バリアフリー化を図ります。 

[担当課] 

施設課、総合教育センター 

 

７．公民館などの施設の充実  ２階以上の全公民館にエレ

ベーターを設置するなど、障

害のある人に配慮した整備を

行っています。 

 今後も公民館等の建替え時

等にバリアフリー化を進めて

いくなど、障害のある人に配

慮した整備を行っていきま

す。 

[担当課] 

社会教育課 

 

 

（３）文化芸術活動、スポーツ等の振興 

項目 現状 施策の方向性 

１．文化、スポーツ施設の整備

の推進 

 文化、スポーツ施設につい

て、障害のある人の参加・利用

に配慮した整備に努めていま

す。 

 障害のある人に配慮した文

化、スポーツ施設の整備を推

進します。 

[担当課] 

文化課、生涯スポーツ課 
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項目 現状 施策の方向性 

２．文化、スポーツ・レクリエ

ーション事業の充実 

①障害のある人を対象とした

文化、スポーツ・レクリエーシ

ョン事業を実施しています。 

①文化、スポーツ・レクリエー

ション事業について、障害の

ある人の要望に応じて、現在

実施している事業を拡大する

など、障害のある人の社会と

の交流をさらに促進します。 

[担当課] 

障害福祉課、文化課、生涯スポ

ーツ課、公民館 

 

 ②市民全般を対象とした文

化、スポーツ・レクリエーショ

ン事業の開催に当たり、車椅

子利用者の優先入場や参加者

のサポート体制を整えるなど

障害のある人の参加に配慮し

ています。 

②参加者の状況に応じたさら

なる配慮を行い、文化、スポー

ツ・レクリエーション事業を

開催します。 

[担当課] 

文化課、生涯スポーツ課、公民

館 

 

３．千葉県障害者スポーツ大

会への参加促進 

 広報ふなばし等を利用し、

千葉県障害者スポーツ大会へ

の参加の勧奨を行っていま

す。また、特別支援学校や障害

者施設に対しても案内を送付

しています。 

 より多くの障害のある人の

参加促進のため、広報ふなば

しへの掲載や障害福祉団体及

び前年度参加者に対して案内

を送付するとともに、市のホ

ームページ等により、さらな

る周知を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．作品発表の場の提供  障害者週間記念事業におい

て作品展を開催するなど障害

のある人の作品発表の場を提

供しています。 

 

 市のホームページ、広報ふ

なばし、チラシ等により、作品

展のさらなる周知を図り、よ

り多くの方に鑑賞していただ

けるよう努めます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．障がい者スポーツ指導員

の養成 

 船橋市スポーツ推進委員等

を対象に障がい者スポーツ指

導員の資格取得を推進し、障

害のある人のスポーツ環境を

構築する上で必要な人材の養

成並びに資質向上を図ってい

ます。 

 船橋市スポーツ推進委員等

を対象に障がい者スポーツ指

導員の資格取得を推進し、障

害のある人のスポーツ環境を

構築する上で必要な人材の養

成並びに資質向上を図りま

す。 

[担当課] 

生涯スポーツ課 

 

６．精神障害者のレクリエー

ションや創作的活動等の充実 

 船橋市地域活動支援センタ

ーが行う事業の一環として、

レクリエーション、創作的活

動などを推進しています。 

 船橋市地域活動支援センタ

ー事業として、レクリエーシ

ョン、創作的活動を通して日

中活動の場を提供していきま

す。 

[担当課] 

地域保健課 

 

７．地域のスポーツリーダー

への障害のある人の理解の浸

透 

 地域のスポーツを推進する

スポーツ推進委員や、ふなば

し市民大学校スポーツコミュ

ニケーション学科の学生など

に、講義などをとおして障害

のある人への理解の浸透を図

っています。 

 

 地域のスポーツリーダーに

対して障害のある人への理解

の浸透を図ります。 

[担当課] 

社会教育課、生涯スポーツ課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．文化活動・スポーツを行う

団体などへの障害のある人の

受け入れ支援 

 文化活動・スポーツを行う

団体などからの求めに応じ

て、障害のある人の文化活動・

スポーツへの参加に対する相

談を受け、参加を推奨してい

ます。 

 必要に応じて、文化活動・ス

ポーツを行う団体からの相談

に応じ、障害のある人の受け

入れを支援します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

９．一般市民団体による障害

福祉施設への交流活動の支援 

 一般市民団体が自主的な活

動の中で、障害福祉施設への

訪問など交流活動を行ってい

ます。 

 必要に応じて、障害福祉施

設の紹介をするなど、交流活

動を支援します。 

[担当課] 

障害福祉課、文化課 

 

１０．学校における文化活動・

スポーツの充実 

 障害のある児童生徒も障害

のない児童生徒もともに、文

化活動やスポーツに取り組め

るよう、各学校に指導・助言を

行っています。 

 障害の有無にかかわらず、

スポーツや運動に親しみ、安

全に留意しながら個に応じた

活動が進められるよう指導し

ていきます。児童生徒の興味

関心を大切にし、文化活動に

主体的に参加できるよう助言

します。 

[担当課] 

指導課、保健体育課 

 

１１．文化活動・スポーツへの

参加の促進 

 障害のある人が公共施設を

利用する際に、使用料を減免

することで、文化活動・スポー

ツへの参加促進を図っていま

す。 

 障害福祉のしおり等によ

り、公共施設使用料の減免に

ついて周知することにより文

化活動・スポーツへの参加を

促進します。 

[担当課] 

障害福祉課、生涯スポーツ課 
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項目 現状 施策の方向性 

１２．船橋市パラスポーツ協

議会によるスポーツ・レクリ

エーション活動への参加促進 

 障害のある人のスポーツ・

レクリエーション活動への参

加を促進するための施策を、

「地域における障害者スポー

ツ普及促進について」の取組

み方策を軸に推進していま

す。 

 障害のある人のスポーツ・

レクリエーション活動への参

加を促進するための施策に取

り組んでいきます。 

[担当課] 

生涯スポーツ課 

 

１３．生涯学習への参加の促

進 

①障害福祉団体が公民館を利

用する際、登録手続きにより

使用料の減免を行い、生涯学

習の参加の推進を図っていま

す。 

①障害福祉団体が障害福祉の

向上を目的とした活動で公民

館を使用する際には、使用料

の減免を通じて、生涯学習の

参加を促進します。 

[担当課] 

障害福祉課、社会教育課、公民

館 

 

 ②生涯学習情報冊子「楽しく

学ぼうふなばし」を作成し、船

橋市及びふなばし市民大学校

や船橋市公園協会等で行って

いる、障害のある人のための

生涯学習情報も含めた生涯学

習情報を提供しています。 

 

②障害のある人のための情報

も含めた生涯学習情報を提供

します。 

[担当課] 

社会教育課 

 

（４）障害のある人などの国際交流の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．国際交流事業への障害の

ある人の参加の推進 

 姉妹都市との国際交流記念

事業において、障害のある人

も含む市民団体にて国際交流

を行っています。 

 障害の有無にかかわらない

国際交流を実施します。 

[担当課] 

国際交流課 
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１ 基本方針 

 障害のある人が地域において、その適性に応じて質の高い自立した生活を営むためには就労が

重要であり、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図ることが必

要です。「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、障害のある人への差別の禁止や

合理的配慮の提供義務などについての啓発を行い、理解の促進を図ることも重要となります。 

 また、一般就労を希望する人には、できる限り一般就労ができるように支援を推進することが

重要であることに加え、一般就労が困難である人には、就労継続支援Ｂ型等の福祉的就労の工賃

水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進する必要があります。 

 さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせのもと、年金や諸手

当の支給、経済的負担の軽減等により障害のある人の経済的自立を支援する必要があります。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）障害のある人の雇用促進 

（２）総合的な就労支援 

（３）福祉的就労の充実 

（４）経済的自立の支援 

  

雇用・就業、経済的自立の支援 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）障害のある人の雇用促進 

項目 現状 施策の方向性 

１．就労希望者への情報提供 ①障害者就業・生活支援セン

ターへ就労支援員配置のため

の補助金を交付し、適切な就

労相談を受けられる環境整備

に努めています。 

①きめ細かい支援が受けられ

るよう、障害者就業・生活支援

センターの就労支援員配置の

ための補助事業を継続して実

施し、地域の各事業所と連携

して相談者のニーズに応じた

適切な支援が実施できるよ

う、体制の構築を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②職場実習先開拓員を配置

し、実習先の開拓を行い、障害

者就労支援関係機関を通じて

就職希望者への情報提供を行

っています。 

②開拓した実習先の情報提供

を実施するとともに、就職希

望者への啓発活動に努めま

す。 

[担当課] 

商工振興課 

 

２．企業への啓発 ①「障害者の雇用の促進等に

関する法律」の趣旨を踏まえ、

障害のある人への差別の禁止

や合理的配慮の提供義務など

について、企業への啓発を行

っています。 

 

①情報収集を行うとともに、

企業を対象とした研修会等を

開催し、啓発に努めます。 

[担当課] 

障害福祉課、商工振興課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②職場実習先開拓員による企

業訪問を行い、障害のある人

の職場実習及び雇用の啓発を

行っています。 

②職場実習先開拓員による企

業訪問等を通じて、障害のあ

る人の雇用の啓発に努めま

す。 

[担当課] 

商工振興課 

 

３．各種制度の周知  職場実習先開拓員が企業訪

問する際、障害者職場実習奨

励金や各種公的機関の補助金

についての周知を行っていま

す。 

 職場実習先開拓員による企

業訪問等を通じて、障害者職

場実習奨励金や各種公的機関

の補助金についての周知を図

ります。 

[担当課] 

商工振興課 

 

４．障害者雇用促進就職面接

会の開催 

 公共職業安定所とともに、

障害者雇用促進就職面接会を

実施しています。 

 公共職業安定所とともに、

障害者雇用促進就職面接会を

実施し、雇用機会の拡大に努

めます。 

[担当課] 

商工振興課 

 

５．市職員としての雇用  法定雇用率の遵守ととも

に、障害のある人の新たな職

域や雇用形態について検討を

行っています。 

 

 令和２年度に作成した障害

者活躍推進計画を踏まえ、法

定雇用率の遵守とともに、障

害のある人の新たな職域や雇

用形態について検討を行い、

市での雇用機会の拡大を図り

ます。 

[担当課] 

職員課、教育総務課、医療セン

ター 
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項目 現状 施策の方向性 

６．企業の障害者雇用の促進 ①障害のある人を職場実習に

受け入れた事業主に対して、

障害者職場実習奨励金を交付

しています。 

 

①奨励金の交付を行い、職場

実習機会の拡大、雇用機会の

拡大に努めます。 

[担当課] 

商工振興課 

 

 ②障害のある人の雇用、職場

実習の受け入れ等に積極的に

取り組んだ事業所の表彰及び

「障害者雇用推進・啓発イベ

ント『はたらく』ということ」

の開催をしています。 

 

②他の事業所の模範となる事

業所を表彰することにより、

障害のある人の雇用を促進し

ます。 

 また、「障害者雇用推進・啓

発イベント『はたらく』という

こと」を開催することにより、

障害のある人の雇用への理

解・啓発をを促進します。 

[担当課] 

商工振興課 

 

 

（２）総合的な就労支援 

項目 現状 施策の方向性 

１．船橋市自立支援協議会専

門部会の開催 

 船橋市自立支援協議会の専

門部会である就労支援部会を

毎年開催しています。 

 障害者就労の関係機関が就

労支援部会において、障害者

就労の課題を共有するととも

に、障害のある人の就労の拡

大や定着に向けて、障害者就

労支援ジョブサポーター養成

研修の実施、障害者就労支援

事業所等合同説明会の開催等

について議論します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

２．船橋市特別支援連携協議

会の作業部会の充実 

 就労等の支援について、船

橋市特別支援連携協議会の第

二作業部会を開催していま

す。 

 

 船橋市特別支援連携協議会

の第二作業部会にて、就労等

の推進に向けて検討します。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

３．関係機関との連携強化  船橋市自立支援協議会や就

労支援部会を通じて、関係機

関との連携を図っています。 

 船橋市自立支援協議会や就

労支援部会を通じて、障害の

ある人の就労の拡大や定着に

向けて、就労に関する課題を

共有するとともに、障害者就

労支援ジョブサポーター養成

研修の実施や障害者就労支援

事業所等合同説明会の開催等

について議論し、公共職業安

定所、障害者就業・生活支援セ

ンター、就労移行支援事業所

連絡会、船橋障がい者地域福

祉連絡会、商工会議所とのさ

らなる連携の強化を図りま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

４．障害者就業・生活支援セン

ターの充実 

 障害者就業・生活支援セン

ターに対して、就労支援員配

置のための補助金を交付して

います。 

 障害のある人の一般就労支

援の中核となる障害者就業・

生活支援センターの機能強化

を図るため、今後も就労支援

員の配置のための補助金を交

付します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

５．就労定着に向けた支援  一般就労後の定着支援を実

施する障害者就業・生活支援

センターへ就労支援員配置の

ための補助金を交付し、適切

な定着支援を受けられる環境

整備に努めています。 

 また、企業従業員や障害福

祉サービス提供事業所等の職

員が一般就労に対する支援の

知識を習得するため、障害者

就労支援ジョブサポーター養

成研修を実施しています。 

 

 障害者就業・生活支援セン

ターへの補助及び障害者就労

支援ジョブサポーター養成研

修については、継続して実施

します。 

 また、ジョブコーチなどの

就労定着に係る支援制度や支

援機関等の情報を収集し、企

業及び障害福祉に関する機関

等へ提供します。 

[担当課] 

障害福祉課 

６．地域生活支援の場の提供  地域活動支援センター及び

心身障害者福祉作業所に対し

て運営費の補助等を行うとと

もに、創作的活動や生産活動

の機会の提供、社会との交流、

生活指導などにより、充実し

た日常生活や社会参加の促進

を図っています。 

 

 地域生活支援の場を提供す

る事業所の運営の安定化を図

ります。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 

７．受注及び販路の拡大  千葉県障害者就労事業振興

センターへ事業委託を行い、

障害者就労施設等の受注・販

路の拡大等について取り組む

ことにより、障害のある人の

工賃向上を図っています。 

 

 千葉県障害者就労事業振興

センターへの事業委託を行

い、受注・販路拡大への取組み

や事業所を対象とした研修等

を通じ、障害のある人の工賃

向上を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．職親委託制度の利用  職親委託制度の利用によ

り、必要な指導訓練を行って

います。 

 知的障害者に対する職親委

託制度を継続します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 

（３）福祉的就労の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．障害者就労施設等からの

優先的な物品等の調達 

 毎年「船橋市障害者就労施

設等からの物品等の調達の推

進を図るための方針」を策定

し、障害者就労施設等から物

品等を調達しています。 

 障害者就労施設等からの物

品等の調達目標金額を定め、

市のホームページで実績を公

表し、目標金額の達成と障害

者就労施設等の受注機会の確

保に努めます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２．障害者就労施設等の販売

機会の確保 

 障害のある人が生産した商

品を販売する機会を確保する

ことにより、工賃の向上を図

っています。また、障害のある

人や障害に対する理解の促進

を図っています。 

 販売機会を確保するととも

に、障害者就労施設等に対し、

イベント等の情報提供を行い

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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（４）経済的自立の支援 

項目 現状 施策の方向性 

１．障害年金制度及び特別障

害給付金制度の周知 

 市のホームページ、広報ふ

なばし、障害福祉のしおりへ

の掲載や手帳交付時にパンフ

レットを配布するなど制度の

周知を行っています。 

 市のホームページ、広報ふ

なばし、障害福祉のしおりへ

の掲載など周知を図ります。 

[担当課] 

国保年金課、障害福祉課 

 

２．手当の支給  各種手当の支給を通じて、

障害のある人の経済的自立を

支援しています。 

 障害のある人を対象とする

手当を市のホームページ、障

害福祉のしおり等にてさらな

る周知を図り、各種手当を支

給することにより、経済的自

立を支援します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

３．心身障害者新規就労支度

金の支給 

 心身障害者新規就労支度金

を支給することにより、経済

的自立を支援しています。 

 市のホームページや障害福

祉のしおり等にてさらなる周

知を図り、心身障害者新規就

労支度金の支給を通じて、障

害のある人の経済的自立を支

援します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

  



各論 第４章 雇用・就業、経済的自立の支援 

- 93 - 

項目 現状 施策の方向性 

４．障害者施設等通所交通費

の助成（再掲） 

 

 障害者施設等に通所してい

る障害者等及びその介護者に

対し、通所に要する交通費の

一部を助成しています。 

 

 障害者施設等に通所してい

る障害者等及びその介護者に

対し、通所に要する交通費の

一部を助成することにより、

日中活動への参加しやすい環

境を整備します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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１ 基本方針 

 障害のある人が地域で安全に安心して暮らしていけるよう、誰もが快適で生活しやすい生活環

境の整備を推進し、障害のある人の社会参加の促進を図ります。 

 そのためには、住環境の整備や居住支援サービスの充実のほか、住宅、建築物、公共交通機関、

歩行空間などの生活空間のバリアフリー化の推進、移動しやすい環境の整備が求められます。こ

のようなアクセシビリティに配慮した施設などの普及により、障害のある人の生活環境における

社会的障壁の除去を進め、日常的な活動や社会参加がしやすい環境の確保を図ります。 

 都市計画マスタープランに基づき、障害のある人が住みよいまちづくりを進めることで、障害

のある人だけでなく、あらゆる人にとって住みよいまちづくりを進めることができます。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）住宅の確保 

（２）公共交通機関及び公共的施設等のバリアフリー化の推進等 

（３）障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

  

生活環境 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）住宅の確保 

項目 現状 施策の方向性 

１．市営住宅の確保  市営住宅について、障害の

ある人が優先的に入居できる

住宅の確保を図っています。 

 

 独立行政法人都市再生機構

（ＵＲ）からの借り上げを含

めた市営住宅の供給に努める

とともに、障害のある人も入

居できる住宅の確保を図りま

す。 

[担当課] 

住宅政策課 

 

２．市営住宅への入居の促進  障害のある人のいる世帯に

ついては、一般の世帯に比べ

て収入基準等の入居者資格の

緩和措置を行っています。 

 入居者資格の緩和措置を行

い、障害のある人の入居の促

進を図ります。 

[担当課] 

住宅政策課 

 

３．住宅整備の促進  住宅を障害のある人などが

生活しやすく増改築するた

め、建築住宅相談の実施、相談

会の周知など相談体制の整備

を図っています。 

 建築住宅相談を行うととも

に、チラシ配布、市のホームペ

ージへの掲載により周知を図

ります。 

[担当課] 

住宅政策課 

 

４．住宅改造の支援 ①障害のある人または同居す

る家族が、障害のある人のた

めに既存住宅の補修及び増改

築をする場合に資金を無利子

で貸し付けています。 

 

①障害のある人がより生活し

やすくなるよう、住宅整備資

金の貸付を行い、障害のある

人の社会生活の向上を図りま

す。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ②障害のある人のために浴室

やトイレ等を改造する場合

に、その費用の一部を助成し

ています。 

②住宅改造費の助成につい

て、制度の周知を図り、適切な

利用を促進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．家賃債務保証支援事業の

利用促進 

 住み替えに当たって、障害

のある人のいる世帯等に対し

て、家賃等債務保証契約時に

要する初回保証料の一部を助

成しています。 

 介護保険・高齢者福祉ガイ

ド、障害福祉のしおり、パンフ

レット、市のホームページに

掲載して周知を図ります。 

[担当課] 

住宅政策課 

 

６．居住支援サービスの充実  船橋市居住支援協議会を通

じて、民間賃貸住宅の物件情

報や見守りサービスなどの情

報を提供しています。 

 船橋市居住支援協議会にお

いて、住宅確保要配慮者が抱

える居住に関する問題につい

て協議していきます。 

[担当課] 

住宅政策課 
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（２）公共交通機関及び公共的施設等のバリアフリー化の推進等 

項目 現状 施策の方向性 

１．公共交通機関の利用の利

便性の確保 

①公共交通機関の構内通路、

階段、エレベーター、エスカレ

ーター、改札口、券売機、乗降

場などについて、事業者が施

設の新設や大規模な改修等を

行う際には、「バリアフリー

法」「千葉県福祉のまちづくり

条例」などに基づいた施設と

なるように呼びかけていま

す。 

 

①事業者が駅の改修等を行う

際にバリアフリー化を呼びか

けることで施設整備が進めら

れており、引き続き各種法令

の遵守等による駅施設のバリ

アフリー化を呼びかけます。 

[担当課] 

道路計画課 

 ②鉄道事業者が行うバリアフ

リー化設備設置費等の一部を

補助し、鉄道駅の移動等円滑

化による利便性の確保を図っ

ています。 

②鉄道駅のバリアフリー化を

実施する鉄道事業者に対し

て、国とともに事業費の補助

を行い、鉄道駅のバリアフリ

ー化の促進を図ります。 

[担当課] 

道路計画課 

 

２．市が建設する施設のバリ

アフリー化及びユニバーサル

デザインの推進 

 市の施設の新設または改修

を行うに当たり、アプローチ

（敷地内の通路）、駐車場、出

入口、階段、手すり、エレベー

ター、トイレ（オストメイト対

応型トイレ含む）など障害の

ある人に配慮しています。 

 

 今後も市の施設の新設また

は改修の際に、障害のある人

に配慮したバリアフリー化を

進めます。 

[担当課] 

関係各課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．公園等の整備  公園等の出入口、園路、水飲

場、トイレなど、障害のある人

に配慮しています。 

 「船橋市都市公園に係る移

動等円滑化のために必要な特

定公園施設の設置に関する基

準を定める条例」を遵守しバ

リアフリー化を行います。 

[担当課] 

公園緑地課 

 

 

（３）障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．総合的かつ効果的なまち

づくりの推進 

 窓口において、「千葉県福祉

のまちづくり条例」の周知を

図り、総合的かつ効果的なま

ちづくりを推進しています。 

 「千葉県福祉のまちづくり

条例」を事業者に対して説明

するなど制度のさらなる理解

を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２．民間建築物のバリアフリ

ー化及びユニバーサルデザイ

ンの促進 

 不特定多数の人が利用する

民間建築物の新設または改修

を行うに当たり、建築主・事業

者などに対して「バリアフリ

ー法」「千葉県福祉のまちづく

り条例」などの周知と理解促

進を図っています。 

 

 窓口に来庁された事業者等

に、バリアフリー化及びユニ

バーサルデザインの促進につ

いて周知します。 

[担当課] 

建築指導課 

３．「船橋市移動円滑化基本構

想」で位置付けられた重点整

備地区のバリアフリー化 

 重点整備地区の特定旅客施

設及び公共公益施設等への特

定道路のバリアフリー化に係

る整備を行っています。また、

バリアフリー化事業を効果的

かつ円滑に推進するよう、関

係機関に呼びかけています。 

 

 旅客施設、道路等のバリア

フリー化を重点的かつ一体的

に推進します。 

[担当課] 

道路計画課、道路建設課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．歩道環境の整備 ①歩行空間を確保するため、

できるだけ幅の広い歩道を整

備しています。 

 また、障害のある人に配慮

した歩行空間の整備の推進の

ため、視覚障害者誘導用ブロ

ックを設置しています。 

 

①個々の路線条件等の中でで

きるだけ幅の広い歩道を整備

します。 

 また、視覚障害者誘導用ブ

ロックを設置するとともに、

透水性舗装を採用していくな

ど、障害のある人への安全に

配慮した歩道環境の整備を推

進します。 

[担当課] 

道路建設課 

 

 ②既設の歩道の整備につい

て、段差、凹凸、急な勾配を解

消するため、歩道を整備して

います。 

②誰もが歩きやすくするた

め、既設歩道の段差や急な勾

配を解消し、バリアフリー化

を図ります。 

[担当課] 

道路維持課 

 

５．放置自転車等の解消  駅周辺の駐輪場の整備を進

めるとともに、放置自転車等

の移送や街頭指導員による見

回り・啓発などにより、歩行の

妨げとなる放置自転車等の解

消に努めています。 

 放置自転車等のない歩行空

間を確保するため、公共と民

間の連携・協力による需要に

応じた駐輪場の確保や放置自

転車対策の強化を図ります。 

[担当課] 

都市整備課 
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項目 現状 施策の方向性 

６．不許可広告物の指導  公共の場所に設置された広

告物は歩行者等の通行障害と

なることから、所有者に対し

設置しないよう指導していま

す。 

 通行量の多い駅前を中心に

指導を行い、歩行空間の確保

に努めます。 

[担当課] 

都市計画課 

 

７．交通安全思想・教育の推進  交通事故の防止に努め、実

践的な交通安全教育を実施

し、交通安全思想及び教育の

推進を図っています。 

 春・秋の全国交通安全運動

期間を中心とした交通安全啓

発に関するイベントや交通安

全教室などを実施することに

よって、交通事故の防止を図

ります。 

[担当課] 

市民安全推進課、保健体育課 

 

８．歩行者等の安全確保  船橋警察署、船橋東警察署

と連携して、ゾーン３０によ

る安全対策を実施していま

す。 

 船橋警察署、船橋東警察署

と連携し、区域を定めた速度

規制を実施するとともに、そ

の他の安全対策を組み合わ

せ、生活道路における歩行者

等の安全な通行の確保に努め

ます。 

[担当課] 

道路建設課 
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１ 基本方針 

 障害のある人が地域社会において、安全に安心して生活するためには災害に強いまちづくりが

不可欠です。災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所を

含む避難所の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるように取り組みます。 

 また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止

に取り組みます。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）防災対策の推進 

（２）防犯対策の推進 

（３）消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

  

安全・安心 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）防災対策の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．地域防災計画の充実  「地域防災計画」（令和２年

４月修正）に、要配慮者への支

援内容や取組み等について記

載しています。 

 支援内容や取組み等につい

ては適宜地域防災計画の見直

しを行います。 

[担当課] 

危機管理課 

 

２．関係部局の連携の強化  要配慮者対策推進委員会に

より関係部局の連携を強化し

ています。 

 定期的に要配慮者対策推進

委員会を開催することにより

関係部局の連携を強化し、災

害時における要配慮者の支援

を推進します。 

[担当課] 

地域福祉課 

 

３．避難所の整備  小中学校及び高等学校の宿

泊可能避難所に、車椅子で利

用できる仮設トイレや車椅

子、災害時支援用バンダナ、ス

トマ装具（市立中学校のみ）を

備蓄しています。また、福祉避

難所には、アレルギーに対応

した備蓄食料や紙おむつ、お

しり拭き等要配慮者に配慮し

た物資の備蓄を行っていま

す。 

 

 要配慮者へ配慮した物資の

備蓄を行うなど引き続き避難

所の整備を図ります。 

[担当課] 

危機管理課、障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．福祉避難所の設置  避難生活に特別な配慮が必

要な要配慮者の生活の場とし

て、市公共施設３５施設を福

祉避難所として指定するとと

もに、要配慮者の避難支援を

強化するため、障害者福祉施

設を運営する社会福祉法人及

び船橋市老人福祉施設協議会

に属する３５施設と「災害時

における要配慮者の受入れに

関する協定」を締結していま

す。 

 

 福祉避難所をさらに確保す

るため、民間の社会福祉施設

等と「災害時における要配慮

者の受入れに関する協定」を

締結するよう検討します。 

[担当課] 

危機管理課、高齢者福祉課、障

害福祉課 

５．民間事業者との協定締結

（要配慮者の受け入れ・スト

マ装具等の供給） 

 要配慮者の避難支援を強化

するため、障害者福祉施設を

運営する社会福祉法人及び船

橋市老人福祉施設協議会に属

する３５施設と「災害時にお

ける要配慮者の受入れに関す

る協定」を締結しています。 

 また、ストマ装具利用者が

いる避難所へ必要な用具を供

給できる体制を整備するた

め、ストマ装具取扱業者と「災

害時におけるストマ装具等の

供給等に関する協定」を締結

しています。 

 

 災害時における要配慮者の

受け入れ先をさらに確保する

ため、民間の施設等について

も、協定締結するように検討

します。 

[担当課] 

危機管理課、高齢者福祉課、障

害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

６．災害時の情報提供・緊急時

の通報システムについて 

 聴覚障害者ファクシミリ・

ネットワーク事業（Ｆネッ

ト）、ふなばし情報メールの配

信やひとり暮らし、またはそ

れに準ずる状態の重度身体障

害者に対し緊急通報装置の貸

与などを行っています。 

 また、聴覚や発語に障害の

ある人が１１９番通報をする

ため、インターネット機能を

利用したＮｅｔ１１９緊急通

報システムやメール、ＦＡＸ

での通報システムの整備を行

っています。 

 

 障害のある人に対し、聴覚

障害者ファクシミリ・ネット

ワーク事業、ふなばし情報メ

ールの登録の推進、緊急通報

装置の制度及びＮｅｔ１１９

緊急通報システムの周知を行

います。 

[担当課] 

危機管理課、障害福祉課、警防

指令課 

７．災害への備え  災害時に避難行動要支援者

名簿を用いた適切な安否確認

が実施できるようにするた

め、総合防災訓練にて名簿等

の確認及び訓練用名簿を用い

た避難行動要支援者安否確認

訓練を実施しました。 

 また、総合防災訓練のメイ

ン校において、障害福祉団体

等との訓練を行っています。 

 

 発災時に対応できるよう平

時からの備えについて啓発を

行います。 

 また、障害のある人などの

要配慮者も参加した防災訓練

ならびに各施設の防災体制の

確認しておくことなどを通

し、災害対応の充実を図りま

す。 

[担当課] 

危機管理課、地域福祉課、障害

福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．地域防災体制の整備  要配慮者支援対策につい

て、地域防災計画に基づき、町

会・自治会、民生委員・児童委

員、地区社会福祉協議会等に

説明を行っています。 

 また、「防災ハンドブック」

においても、要配慮者の支援

について記載し、啓発を図っ

ています。 

 市では、災害対策基本法に

基づく避難行動要支援者名簿

を作成しています。このうち、

地域との情報共有に同意した

方についての避難行動要支援

者名簿（外部提供用）を作成

し、船橋市社会福祉協議会に

情報提供を行うなど、船橋市

社会福祉協議会の安心登録カ

ード事業と連携し、災害時の

地域における避難支援につい

て地域との情報共有を図って

います。 

 

 要配慮者支援対策につい

て、啓発を図るほか、自主防災

組織の結成率向上や地域防災

リーダー養成講座の充実など

地域防災体制の整備に努めま

す。 

 社会福祉協議会の安心登録

カード事業と連携し、地域に

おける避難支援体制づくりの

推進に努めます。 

[担当課] 

危機管理課、地域福祉課、障害

福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

９．要配慮者利用施設におけ

る水害・土砂災害への備え 

 水害等発生時に要配慮者の

円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため、浸水想定区域内及

び土砂災害警戒区域内の要配

慮者利用施設における避難確

保計画の作成及び訓練の実施

を促進しています。 

 避難確保計画の作成及び訓

練の実施の有無について状況

を把握し、体制が構築されて

いない施設に対して、水害等

への備えの確保を促進しま

す。 

[担当課] 

危機管理課、指導監査課 

 

 

（２）防犯対策の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．防犯情報の提供  防犯情報・不審者情報等に

ついては、「くらしの安全・安

心情報」として登録者にメー

ルで配信しています。 

 「くらしの安全・安心情報」

について障害のある人を含め

た市民の利用促進に努めま

す。 

[担当課] 

市民安全推進課 

 

２．関係機関の連携による犯

罪被害の防止 

 警察と地域団体、行政等の

連携により防犯活動を行い、

犯罪被害の防止に努めていま

す。 

 関係機関や地域団体等との

連携により、犯罪被害の防止

に取り組みます。 

[担当課] 

市民安全推進課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．社会福祉施設等の防犯に

係る安全確保のための体制構

築 

 平成２８年９月１５日付の

国通知「社会福祉施設等にお

ける防犯に係る安全確保につ

いて」に基づき、緊急時の連絡

体制や警察との情報共有、防

犯研修会の開催、不審者情報

等の把握の推進、防犯体制調

査の実施等、船橋市が所管す

る社会福祉施設等の防犯に係

る安全確保のための体制を構

築しました。 

 また、防犯対策の強化に係

る整備費の補助を行いまし

た。 

 

 定期的な各施設等の防犯体

制の現状等についての調査の

実施及び年１回の防犯研修会

の開催により、現時点で防犯

体制が図られていない施設等

に対して、防犯に係る安全の

確保の推進を行います。 

 また、事業者が防犯カメラ

等の防犯対策の強化に係る整

備を行う際、その整備費に対

して補助を行います。 

[担当課] 

障害福祉課、指導監査課 

 

 

（３）消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

項目 現状 施策の方向性 

１．消費者トラブルに関する

情報提供について 

 消費者庁や、国民生活セン

ター等からの情報を元に、広

報紙や市のホームページ等に

より情報発信し、また、くらし

の情報の発行により消費者ト

ラブルの予防、早期発見、拡大

防止に取り組んでいます。 

 消費者庁や、国民生活セン

ター等からの情報は元より、

関係部署から、障害のある人

に関する消費者トラブル情報

を入手した場合には、広報紙

や市のホームページ、くらし

の情報等により情報提供を行

い、消費者トラブルの予防、早

期発見、拡大防止に取り組み

ます。 

[担当課] 

消費生活センター 
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項目 現状 施策の方向性 

２．消費者トラブルに関する

関係機関の連携 

 消費者庁、国民生活センタ

ー、千葉県、近隣市等との連携

により情報交換を行うこと

で、消費者トラブルの防止や

早期発見等に取り組んでいま

す。 

 また、船橋市消費者安全確

保地域協議会を結成し、地域

の様々な組織が連携して消費

者被害等を防止するための体

制を整えています。 

 

 関係部署や福祉関連団体、

町会・自治会等との連携によ

り、消費者被害防止に取り組

みます。 

[担当課] 

消費生活センター 

３．消費生活相談体制の整備  消費生活センターで消費生

活相談を実施しており、相談

受付は来訪や電話による受付

で行っています。 

 現在行っている、障害のあ

る人からの相談のほか、今後、

専門的な研修等が実施される

際は、受講について検討しま

す。 

[担当課] 

消費生活センター 

 

４．消費者教育の推進  町会・自治会、学校等におい

て、まちづくり出前講座を実

施、各会場に講師を派遣し、消

費生活に役立つ知識や情報を

提供しています。 

 

 障害者施設等においてもま

ちづくり出前講座を実施する

ことにより、障害者等に対す

る消費者教育の推進に努めま

す。 

[担当課] 

消費生活センター 
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１ 基本方針 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじられ共生でき

る社会の実現のためには、市民が障害及び障害のある人についての理解を深め、障害を理由とす

る差別の解消を推進していく必要があります。 

 障害者基本法第４条において、障害を理由とする差別や権利侵害の行為の禁止とともに合理的

配慮の提供が求められており、その理念を具体化した障害者差別解消法に基づき、障害のある人

に対する差別の解消に向けた取組みを行います。 

 まずは、市の職員が障害及び障害のある人に対しての理解を深めることで、窓口等における合

理的配慮を推進していきます。行政が合理的配慮を率先して行っていくことが社会全体での差別

の解消の推進につながります。 

 また、障害のある人に対する虐待は、個人の尊厳を害するものであり、障害のある人の自立及

び社会参加のためには、虐待を防止することが極めて重要です。障害者虐待防止法に基づき、障

害のある人に対する虐待を防止するとともに、障害のある人の保護、自立の支援並びに財産上の

不当取引による被害の防止及び救済を図るためにも、成年後見制度の利用促進などにより、権利

擁護を推進する必要があります。 

 そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（２）行政等における配慮の充実 

  

差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 
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２ 現状と施策の方向性について 

（１）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

項目 現状 施策の方向性 

１．船橋市障害者差別解消支

援地域協議会での取り組み 

 平成２９年５月から、障害

者差別解消法に基づく船橋市

障害者差別解消支援地域協議

会を設置し、障害のある人に

対する差別に係る相談事例の

共有や意見交換を行っていま

す。 

 船橋市障害者差別解消支援

地域協議会において、事例を

共有するとともに、障害及び

障害のある人への理解を促進

するための啓発活動について

議論し、障害者差別の解消を

推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

２．障害者差別解消法の一部

を改正する法律を踏まえての

取り組み 

 今後施行される障害者差別

解消法の一部を改正する法律

に関する国の動向について、

情報収集を行っています。 

 

 国の動向を踏まえ、障害者

差別解消法の一部を改正する

法律の施行に向けての情報収

集を行い、指針等の周知に努

めます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

３．権利擁護体制の検討  船橋市自立支援協議会の権

利擁護部会及び船橋市障害者

差別解消支援地域協議会にお

いて、権利擁護体制の検討を

行っています。 

 船橋市自立支援協議会の権

利擁護部会及び船橋市障害者

差別解消支援地域協議会にお

いて、権利擁護体制に関する

課題を共有するとともに、差

別の解消及び権利擁護の推進

を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．障害者虐待防止ネットワ

ークによる権利擁護の推進 

 船橋市自立支援協議会、船

橋市障害者虐待防止対応連絡

会議、個別ケース会議の３階

層の虐待防止ネットワークを

構築することにより、障害の

ある人に対する虐待防止のた

めの関係機関との連携協力を

図っています。 

 

 船橋市障害者虐待防止対応

連絡会議において、障害のあ

る人に対する虐待の問題解決

を図っていくとともに、船橋

市自立支援協議会に虐待防止

対応における審議状況を報告

し、障害者虐待に関する課題

共有を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

５．高齢者・児童虐待防止部門

との連携の推進 

 障害のある人に対する虐待

防止のため、高齢者・児童の虐

待防止部門との連携を図って

います。 

 

 高齢者・児童の虐待防止部

門との連携を図ることによ

り、障害のある人に対する虐

待防止を推進します。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課、地域保

健課、障害福祉課、家庭福祉

課、療育支援課 

 

６．船橋市障害者虐待防止セ

ンターによる権利擁護の推進 

 船橋市障害者虐待防止セン

ターにおいて、虐待に関する

通報の受付・相談を行うこと

により、障害のある人に対す

る虐待の早期発見・予防に取

り組んでいます。 

 船橋市障害者虐待防止セン

ターにおいて、虐待の通報の

受付・相談を行うとともに、障

害者虐待防止のための啓発活

動を行うことにより障害のあ

る人に対する虐待防止の取組

みを推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

７．成年後見制度の利用の推

進 

①船橋市成年後見制度利用促

進基本計画に基づき、制度の

利用促進を図るため、権利擁

護支援の地域連携ネットワー

ク及び中核機関の整備を行っ

ています。 

 

①権利擁護支援における課題

整理、中核機関における体制

整備を行い、成年後見制度の

利用を推進します。 

[担当課] 

地域包括ケア推進課 

 

 ②必要となる費用を負担する

ことが困難である人に対し、

成年後見人等の報酬等の全部

または一部を助成することに

より成年後見制度の利用を推

進しています。 

 

②障害のある人やその介護者

の高齢化等により、成年後見

制度の利用の必要性が高まっ

ていることを踏まえ、成年後

見人等の報酬等の費用の助成

を行い、成年後見制度の利用

を推進します。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 

 

 ③船橋市障害者成年後見支援

センターにおいて、障害のあ

る人の法人後見等の受託や、

障害のある人及びその家族に

対して成年後見制度を利用す

るにあたっての電話相談等を

行うことにより成年後見制度

の利用を推進しています。（再

掲） 

 

③船橋市障害者成年後見支援

センターにおいて、成年後見

制度に関する電話相談等を行

うとともに、市からの依頼に

応じて法人後見等の受託を行

い、成年後見制度の利用を推

進します。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

 ④成年後見、保佐及び補助の

業務を行うことができる人材

を育成するために講座を開催

し、市民後見人の養成を行っ

ています。 

 

④市民後見人の養成を行うこ

とにより、成年後見制度の利

用を推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

８．ふなばし高齢者等権利擁

護センター「ぱれっと」の利用

の推進 

 船橋市社会福祉協議会が設

置しているふなばし高齢者等

権利擁護センター「ぱれっと」

において、判断能力が十分で

ない人に対し、福祉サービス

の利用援助、日常的な金銭管

理などの日常生活自立支援事

業を行っており、その利用に

ついて周知を図っています。 

 

 ふなばし高齢者等権利擁護

センター「ぱれっと」が実施し

ている日常生活自立支援事業

を周知し、利用を推進します。 

[担当課] 

地域福祉課 

９．心のバリアフリーの推進  各学校において、人権教育、

道徳教育、総合的な学習の時

間などをとおして、心のバリ

アフリーについて、啓発を行

っています。また、市民のため

の講演会を開催し、障害と障

害のある人に関する理解促進

を図っています。 

 

 心のバリアフリーの推進の

ため、地域において学習の機

会を設けるとともに、各種の

イベント等を通じて、市民の

理解を深めます。 

[担当課] 

地域保健課、障害福祉課、療育

支援課、指導課、社会教育課 
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（２）行政等における配慮の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．障害及び障害のある人へ

の市職員の理解促進 

①平成２８年に「障害を理由

とする差別の解消の推進に関

する船橋市職員対応要領」を

策定し、市職員が障害のある

人への差別の解消に向けて取

り組んでいます。 

 また、市職員に障害者差別

解消法についての研修を実施

し、障害及び障害のある人へ

の理解促進を図っています。 

 

①障害及び障害のある人への

理解を図り、合理的配慮を適

切に行うため、全庁的な取組

みを行います。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 ②新規採用職員研修のカリキ

ュラムに人権及び障害のある

方からの講話の機会を設ける

とともに、車椅子や視覚障害

者体験の実施等を通じて、職

員に障害及び障害のある人へ

の理解促進を図っています。 

 

②職員研修を通じて障害及び

障害のある人への理解促進を

図ります。 

[担当課] 

職員課 

２．窓口等における合理的配

慮の推進 

 窓口等で支援を必要として

いる障害のある人に対して、

障害特性に応じた支援を行っ

ています。また、各課に情報提

供を行い、合理的配慮の提供

に努めています。 

 窓口等で支援を必要として

いる障害のある人に対して、

障害特性に応じた支援を行い

ます。また、各課に情報提供を

行い、合理的配慮の提供を推

進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

  



各論 第７章 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

- 117 - 

項目 現状 施策の方向性 

３．選挙における障害のある

人への配慮の推進 

 投票所のバリアフリーやコ

ミュニケーションボードの配

置など投票環境の改善と障害

のある人への配慮に努めてい

ます。 

 投票環境のさらなる向上及

び障害のある人への配慮ある

対応を図ります。 

[担当課] 

選挙管理委員会事務局 

 

４．市議会の傍聴における障

害のある人への配慮の推進 

 本会議場傍聴席に車椅子専

用席を設置しています。また、

補聴器誘導システムの設置や

手話通訳者の派遣を行ってい

ます。 

 

 市議会の傍聴における障害

のある人への配慮を推進しま

す。 

[担当課] 

庶務課 
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（別表）推進体制の取り組み 

項目 現状 施策の方向性 

１．広報媒体などによる推進  障害者週間の時期にあわせ

て、広報ふなばし１面に障害

及び障害のある人に対する理

解促進のための特集記事を掲

載しています。 

 

 掲載内容について創意工夫

するとともに、市のホームペ

ージ等を活用し、障害のある

人への理解促進を図ります。 

[担当課] 

広報課、障害福祉課 

 

２．精神障害者に対する理解

の促進 

 船橋市精神保健福祉推進協

議会主催の心の健康セミナー

を年１回開催するほか、啓発

用の小冊子を年１回発行し、

精神障害者に対する理解の促

進や精神保健福祉に関する正

しい知識普及に努めていま

す。 

 また、地域での支援活動者

や家族を対象とした講演会等

を開催しています。 

 

 講演会等の開催により、精

神保健福祉に関する正しい知

識の普及に努めるとともに船

橋市精神保健福祉推進協議会

を通じて精神障害及び精神障

害者の理解の促進を図りま

す。 

[担当課] 

地域保健課 

３．障害者週間記念事業の実

施 

 １２月３日から９日の障害

者週間の行事として、障害の

ある人の作品展やステージ公

演などを盛り込んだ障害者週

間記念事業を開催し、障害及

び障害のある人への理解の促

進を図っています。 

 

 障害者週間記念事業を開催

し、その中で身体障害者補助

犬の実演等の内容の充実を検

討し、障害及び障害のある人

への理解の促進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．交流保育の推進  定期的な交流保育を行うた

め、「船橋市交流保育実施要

領」に基づき、交流保育を行っ

ています。 

 療育施設の発達支援児と保

育園児が地域の中で育ちあう

ことを目的とした、公立保育

園と療育施設との交流保育を

行います。 

[担当課] 

公立保育園管理課、療育支援

課 

 

５．地域交流の推進  障害者就労支援施設等が行

う生産物販売や公園清掃、障

害福祉施設等で行われる行事

等を通じ、地域交流を行って

います。 

 地域交流活動を推進すると

ともに、交流推進のための広

報活動も推進します。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

６．特別支援教育振興大会の

開催 

 特別支援教育振興大会とし

て、合同作品展、合同発表会、

教育講演会を開催していま

す。 

 特別支援教育振興大会を開

催することにより障害及び障

害のある人の理解の促進を図

ります。 

[担当課] 

総合教育センター 

 

７．障害福祉施設等との連携  船橋市障害福祉施設連絡協

議会や船橋障がい者地域福祉

連絡会の会議に出席するなど

障害福祉施設などとの連携を

図っています。 

 意見交換や要望を受けると

ともに、行政の政策や方針を

積極的に発信していくことで

連携を深めます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．学校教育における福祉教

育の推進 

 総合的な学習の時間に福祉

の内容を取り上げ、福祉教育

に対する理解を深めていま

す。また、特別支援学校に在籍

する児童生徒が居住地の小中

学校の特別支援学級や通常の

学級との交流を行っていま

す。 

 総合的な学習や特別活動の

時間において福祉教育の内容

を取り上げるほか、体育行事

や文化行事において交流の場

を設けます。 

[担当課] 

指導課、総合教育センター 

 

９．生涯学習における福祉教

育の推進 

 まちづくり出前講座や身体

障害者福祉センターの福祉体

験講座の実施により障害及び

障害のある人への理解の促進

を図っています。 

 市民を対象としたまちづく

り出前講座や福祉体験講座を

実施するとともに、小学生を

対象とした福祉体験講座を実

施することで、障害及び障害

のある人のさらなる理解の促

進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課、社会教育課 

 

１０．身体障害者補助犬の啓

発 

 身体障害者の円滑な社会活

動を推進するため、身体障害

者補助犬法の啓発を行い、制

度に対する理解と浸透を図っ

ています。 

 広報ふなばしや障害福祉の

しおり、障害者週間記念事業

での身体障害者補助犬の実演

などを通じ、身体障害者補助

犬に対する理解と浸透を図り

ます。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１１．ボランティアの養成、登

録の推進 

 身体障害者福祉センターの

福祉体験講座や、ふなばし市

民大学校のボランティア入門

学科の講座によるほか、船橋

市社会福祉協議会や船橋市精

神保健福祉推進協議会とも連

携してボランティア養成講座

を開催するなど、ボランティ

ア養成の支援を行い、ボラン

ティアセンターへのボランテ

ィア登録を推進しています。 

 福祉体験講座、点字講習会

や手話講習会等を実施するな

どボランティアの養成を図

り、関係機関と連携し、ボラン

ティア養成の支援を行いま

す。 

 また、ボランティア活動を

推進するため、ボランティア

登録を推進するとともに、ボ

ランティア希望者とボランテ

ィア派遣先との調整を行いま

す。 

[担当課] 

地域保健課、地域福祉課、障害

福祉課、社会教育課、各公民館 

 

１２．ボランティア活動の支

援 

 市民活動サポートセンター

にて利用登録団体に打合せス

ペースの提供や情報発信の支

援をしています。また市民公

益活動公募型支援事業やボラ

ンティア団体等と協力して事

業を行っているほか、ボラン

ティア活動に対しての支援を

行っています。 

 市民活動サポートセンター

においてボランティア活動を

支援するほか、ボランティア

団体等と協力しての事業の実

施や、ボランティア活動に対

しての支援を行います。 

[担当課] 

市民協働課、地域保健課、地域

福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１３．障害福祉団体への支援  障害のある人の社会参加や

社会的自立の促進を図るた

め、障害のある人の地域社会

への参加や福祉の向上に寄与

している、障害福祉団体が実

施する事業を支援するととも

に、活動に要する事業費の一

部を助成しています。 

 

 障害福祉団体の活動に要す

る事業費の一部を助成するな

ど支援を行い、障害のある人

の社会参加及び社会的自立の

促進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

１４．障害のある人に関する

マーク等の普及及び理解促進 

 障害者団体等が作成する障

害のある人に関するマーク等

について、普及及び理解の促

進を図っています。 

 障害のある人に関するマー

ク等について、普及及び理解

の促進を図ります。 

[担当課] 

障害福祉課 
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（別表）成果目標 

 項目名 
現状 

（令和２年度） 
目標 担当課 

1 計画相談支援の利用者数 ９５３人／月 
１,０９９人／月 

（令和５年度） 
障害福祉課 

2 障害児相談支援の利用者数 ２７０人／月 
３４１人／月 

（令和５年度） 
療育支援課 

3 訪問系サ－ビスの利用時間 ２４,４５８時間／月 
２８,２６１時間／月 

（令和５年度） 
障害福祉課 

4 
施設入所者の地域生活への

移行者数 

１５人 

（平成２８年度～ 

令和元年度） 

２０人 

（令和２～５年度） 
障害福祉課 

5 グル－プホ－ム利用者数 ５２９人／月 
８５８人／月 

（令和５年度） 
障害福祉課 

6 障害児通所支援利用日数 １９,３５８日／月 
２３,４７６日／月 

（令和５年度） 
療育支援課 

7 
母子健康手帳発行時の保健

師の面接率 
９９.９％ 

１００％ 

（令和６年度） 
地域保健課 

8 
特定健康診査受診率 

（国民健康保険加入者） 
●％ ※１ 

６０％ 

（令和５年度） 
健康づくり課 

※１ 令和２年度実績は確定後入力（令和３年１０月末を予定） 
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 項目名 
現状 

（令和２年度） 
目標 担当課 

9 
特定保健指導実施率 

（国民健康保険加入者） 
●％ ※２ 

６０％ 

（令和５年度） 
健康づくり課 

10 

通級指導教室設置校数 

①言語障害通級指導教室 

②発達障害通級指導教室 

③難聴通級指導教室 

①５校 

②８校 

③０校 

①６校 

②１４校 

③１校 

（令和６年度） 

総合教育 

センター 

11 

特別支援学級設置校数 

①知的障害 

②自閉症・情緒障害 

①３８校 

②１７校 

①４１校 

②２４校 

（令和６年度） 

総合教育 

センター 

12 
障害者雇用促進就職面接会

の参加者 

８１人 

（令和元年度） 

※３ 

１５１人 

（令和８年度） 
商工振興課 

13 船橋市の障害者雇用率 
２.５９％ 

（令和２年６月１日時点） 

３.００％ 

（令和６年６月１日時点） 
職員課 

14 
船橋市教育委員会の障害者

雇用率 

２.７０％ 

（令和２年６月１日時点） 

２.８０％ 

（令和６年６月１日時点） 
教育総務課 

15 
医療センターの障害者雇用

率 

１.２７％ 

（令和２年６月１日時点） 

法定雇用率の遵守 

（令和６年６月１日時点） 
医療センター 

16 一般就労への年間移行者数 ●人 ※４ 
１４８人 

（令和５年度） 
障害福祉課 

※２ 令和２年度実績は確定後入力（令和３年１０月末を予定） 

※３ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止 

※４ 令和２年度実績は確定後入力（令和３年１０月末を予定）  
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 項目名 
現状 

（令和２年度） 
目標 担当課 

17 就労移行支援の利用者数 ２２９人 
２７５人 

（令和５年度） 
障害福祉課 

18 

都市公園等における便所

の改築・更新に伴う園

路、出入口のバリアフリ

ー化公園数 

３０公園 
５０公園 

（令和８年度） 
公園緑地課 

19 
特定道路におけるバリア

フリー化の整備率 
７１.２％ 

１００％ 

（令和８年度） 
道路建設課 
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第４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 船橋市における障害者のための施策に関する基本的な計画である「第３次船橋市障害

者施策に関する計画」が令和２年度末をもって期間が満了するに当たり、「第４次船橋市障害

者施策に関する計画」策定のため、第４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について協議し、市長に報告するものとする。 

(１) 「第４次船橋市障害者施策に関する計画」の策定に関すること 

(２) その他「第４次船橋市障害者施策に関する計画」の策定に必要な事項 

（組織及び任期） 

第３条 委員会は、委員２８名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。 

(１) 船橋市自立支援協議会委員 ２４名以内 

(２) 学識経験者         ２名以内 

(３) 公募委員          ２名以内 

３ 委員の任期は、「第４次船橋市障害者施策に関する計画」の策定をもって終了する。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときは、その職務を代理する。 

（議事） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を整理する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉サービス部障害福祉課が行う。 

（公務災害補償） 

第７条 委員の職務上生じた災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）に準じて補償する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 



（別表）成果目標 
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 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年７月２６日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、「第４次船橋市障害者施策に関する計画」の策定により、その効力を失う。 
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第４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会委員名簿 

（敬略称） 

区分 委員氏名 所属等名称 備考 

１
号
委
員 

清水 博和 特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会ふらっと船橋  

住吉 則子 

特定非営利活動法人船橋こころの福祉協会 

船橋市地域活動支援センター 

 

杉井 和男 特定非営利活動法人船橋障害者自立生活センター  

山田 晴子 特定非営利活動法人ちばＭＤエコネット  

原 亮司 公益財団法人船橋市福祉サービス公社  

池田 則子 特定非営利活動法人ロンの家福祉会  

泉 一成 社会福祉法人さざんか会  

普久原 佳代子 医療法人社団健仁会ひまわり苑  

鈴木 章浩 社会福祉法人千葉県福祉援護会障害者支援施設誠光園  

千日 清 社会福祉法人大久保学園  

小松 尚也 一般社団法人船橋市医師会 医療法人同和会千葉病院  

山崎 繁夫 公益社団法人船橋歯科医師会 令和３年６月２１日まで赤井淳二 

阿部 義徳 船橋市教育委員会総合教育センター教育支援室  

河村 淑子 千葉県立船橋特別支援学校 令和２年３月３１日まで井上妙子 

菊池 亜希子 船橋市立船橋特別支援学校 令和２年３月３１日まで大山敦子 

岩橋 直也 船橋公共職業安定所 令和３年４月３０日まで小川洋 

丸山 恭平 社会福祉法人船橋市社会福祉協議会  

佐藤 彰一 ＰＡＣ法律事務所  

犬石 志保子 オアシス家族会  

荒川 信一 船橋市身体障害者福祉会 令和３年４月３０日まで小林美佐江 

池田 健 船橋市手をつなぐ育成会  

森 哲也 船橋市視覚障害者協会 令和３年４月３０日まで黒川晃 

三浦 みどり 船橋市聴覚障害者協会  

２
号
委
員 

布施 千草 植草学園短期大学  

戸塚 法子 淑徳大学  

３
号
委
員 

阿部 朋子 公募委員  

堤 和文 公募委員  

  



（別表）成果目標 
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第４次船橋市障害者施策に関する計画庁内検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 「第４次船橋市障害者施策に関する計画」を策定するにあたり、庁内における検討を行

うため、第４次船橋市障害者施策に関する計画庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。 

（１）「第４次船橋市障害者施策に関する計画」に関する庁内における検討 

（２）その他庁内における「第４次船橋市障害者施策に関する計画」に係る必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は障害福祉課長を、副委員長は療育支援課

長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 （議事） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を整理する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことがで

きる。 

 （検討部会の設置） 

第６条 委員会での検討を円滑に行うため、検討部会を置くことができる。 

２ 検討部会は、委員及び委員の推薦を受けた者のうちから委員長が指名する者（以下「部会員」

という。）をもって組織する。 

３ 検討部会は、委員長が招集し、会議を行う。 

４ 検討部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

 （代理出席） 

第７条 委員は、やむを得ない事情により委員会に出席できないときは、代理者を出席させるこ

とができる。 

２ 部会員は、やむを得ない事情により検討部会に出席できないときは、代理者を出席させるこ

とができる。 

（庶務） 
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第８条 委員会及び検討部会の庶務は、福祉サービス部障害福祉課が行う。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年９月１２日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は「第４次船橋市障害者施策に関する計画」の策定により、その効力を失う。 

   附 則 

  この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

  



（別表）成果目標 
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部・局 委員 部・局 委員 

市長公室 危機管理課長 都市計画部 都市計画課長 

 広報課長 都市整備部 都市整備課長 

 国際交流課長  公園緑地課長 

企画財政部 政策企画課長 道路部 道路計画課長 

 行政経営課長  道路管理課長 

 財政課長  道路維持課長 

総務部 職員課長  道路建設課長 

市民生活部 市民協働課長 建築部 建築指導課長 

 市民安全推進課長  住宅政策課長 

健康・高齢部 健康政策課長 消防局 警防指令課長 

 地域包括ケア推進課長 管理部 教育総務課長 

 国保年金課長  施設課長 

 高齢者福祉課長 学校教育部 学務課長 

 介護保険課長  指導課長 

保健所 地域保健課長  保健体育課長 

 健康づくり課長  総合教育センター所長 

福祉サービス部 地域福祉課長 生涯学習部 社会教育課長 

 障害福祉課長  文化課長 

 指導監査課長  生涯スポーツ課長 

子育て支援部 子ども政策課長  中央公民館長 

 家庭福祉課長  西図書館長 

 公立保育園管理課長 選挙管理委員会事務局 事務局次長 

 地域子育て支援課長 議会事務局 庶務課長 

 療育支援課長 病院局 総務課長 

環境部 資源循環課長   

 クリーン推進課長   

経済部 商工振興課長   

 消費生活センター所長   
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第４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会会議開催経過 

 

回数 開催日 議題 

第１回 令和元年１１月２１日 

（１）委員長・副委員長の選出 

（２）第４次船橋市障害者施策に関する計画策定趣旨 

（３）船橋市障害児者の状況 

（４）今後の計画策定委員会の進め方について 

第２回 令和元年１２月２６日 

（１）第１回計画策定委員会の議事について 

（２）総論第１章 計画の策定にあたって 

（３）総論第２章 障害者を取り巻く現状 

（４）総論第３章 基本理念・重点課題 

（５）総論第４章 推進体制 

第３回 令和２年２月２０日 

（１）理解啓発について 

（２）各論第５章（生活環境）について 

（３）各論第６章（安全・安心）について 

第４回 令和２年１２月２４日 

（１）計画策定時期の延期等について 

（２）各論について 

（３）理解啓発について 

第５回 
令和３年２月１８日～２５日 

（書面会議） 

（１）理解啓発について 

（２）基本理念について 

（３）各論第３章（教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交流等）

について 

（４）各論第４章（雇用・就業、経済的自立の支援）について 

（５）各論第７章（差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止）

について 

第６回 
令和３年５月２０日～２７日 

（書面会議） 

（１）基本理念及び推進体制の見直しについて 

（２）各論第１章（生活支援）について 

（３）各論第２章（保健・医療）について 

第７回 
令和３年６月２３日～３０日 

（書面会議） 

（１）計画の修正について（新型コロナウイルス感染症の影響に

よる修正含む） 

（２）推進体制について 

（３）成果目標について 

第８回 
令和３年７月３０日～８月６日 

（書面会議） 

（１）第４次船橋市障害者施策に関する計画（案）について 

（２）今後のスケジュールについて 

第９回 
令和３年１１月または１２月 

（予定） 
未定 



（別表）成果目標 
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